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令和３年11月12日 

 

 

 

システム障害時における暫定取扱要領 

 

 

輸出入・港湾関連情報処理システム（以下「ＮＡＣＣＳ」という。）及び税関システムのシス

テム障害により、システムを利用した税関手続ができなくなった場合において、システムが再び

利用可能となる（以下「システム復旧」という。）までの税関手続は、次のとおり取り扱うもの

とする。ただし、この取扱いは、計画停止等においては適用しないので留意すること。 

 

 

第１章 総括事項 

 

１．税関手続の書面切替時期 

システム復旧の見通しが長時間要すると見込まれる場合は、書面による手続に切り替える旨

の連絡を受けた時点からシステム対象の税関手続を書面に切り替えて行うことができる。ただ

し、緊急に輸出入申告等の税関手続を行う必要がある場合には、書面に切り替える旨の連絡を

受ける前であっても、税関に連絡の上、書面に切り替えて差し支えない。 

なお、書面による税関手続を行った場合はＮＡＣＣＳでの後処理登録が必要となることから、

急を要しないものはシステム復旧後にＮＡＣＣＳにより税関手続を行う等、状況に応じて判断

する。 

 

２．書面に切り替えた場合の事務処理及びＮＡＣＣＳでの後処理登録 

共通関係、海上関係及び航空関係の情報がＮＡＣＣＳに登録されている場合及びシステム処

理が進行中にシステム障害が発生した場合は、税関手続毎に第２章以下に定める処理を行うも

のとする。 

ＮＡＣＣＳのシステム障害発生時において許可・承認等情報が未配信の場合は、税関での審

査終了業務等の登録状態により民間利用者の処理手続が異なることから、税関での処理状況を

必ず確認したうえで処理手続を行う。 

システム障害発生中に書面による税関手続を行った民間利用者は、書面手続の内容について

システム復旧後にそれぞれの業務のシステム処理手順に従って情報登録（以下「後処理登録」

という。）を行うものとする。 

なお、手続によっては、後処理登録を要さない場合もあることから、業務仕様書等を確認の

上、行うこと。 

民間利用者用 
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３．税関システムにシステム障害が発生した場合の取扱い 

税関システムにシステム障害が発生したことにより税関でのＮＡＣＣＳによる業務処理（許

可・承認登録）ができなくなった場合で、税関での許可・承認登録を必要としない税関手続を

行った場合は、ＮＡＣＣＳに登録した情報を印刷して税関へ提出するものとする。 

また、税関での許可・承認登録が必要となる税関手続を行った場合については、第２章以下

に定める処理を行うものとする。 

なお、とん税、関税、内国消費税及び手数料については、納税・納付手続の進行状態によっ

て処理方法が異なることから、税関の担当部門に必ず確認して、二重に納付することの無いよ

う特に注意すること。 

 

４．各種書類の提出について 

申告官署等への通関関係書類等の提出が困難である場合であって、申告官署等が異なる税関

への提出が認められた場合は、提出可能な税関へ提出することとして差し支えない。 
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第２章 共通関係 

 

１．「時間外執務要請届」業務（ＯＳＡ）が未登録の場合 

(1) 開庁時間外の事務の執行を求める届出書（以下「時間外執務要請届」という。）について

は、「開庁時間外の事務の執行を求める届出書」（税関様式Ｃ第８０００号）により行う。 

なお、時間外執務要請届を必要とする税関手続についても、書面により行う。 

(2) システム復旧後、時間外執務要請届を必要とする税関手続をＮＡＣＣＳにより行う場合は、

税関での「時間外執務要請届結果登録」業務（ＯＳＤ）により届出時間帯の延長登録後に税

関手続をＮＡＣＣＳにより行う。 

(3) 税関システムの障害発生中で税関の開庁時間内である場合は、「時間外執務要請届」業務

（ＯＳＡ）により時間外執務要請届を行い、その旨を税関へ報告する。 

なお、税関の開庁時間外に時間外執務要請届又は届出時間帯の延長手続を行う場合は、書

面により行う。 

 

２．「時間外執務要請届」業務（ＯＳＡ）が登録済みの場合 

(1) 「時間外執務要請届」業務（ＯＳＡ）が登録済みの場合は、時間外執務要請届受理番号を

税関に連絡して、受理状況について確認を受け、時間外執務要請届を必要とする税関手続を

書面により行う。 

(2) システム障害発生中において、既に届出済みの時間帯を越え、引き続き時間外執務要請届

を必要とする税関手続を行う場合は、「開庁時間外の事務の執行を求める届出書」（税関様

式Ｃ第８０００号）により届出時間帯の延長手続を行う。 

(3) システム復旧後において、引き続き時間外執務要請届を必要とする税関手続を行う場合は、

当初の届出時間内であれば「時間外執務要請延長届」業務（ＯＳＥ）により、届出時間帯の

延長手続を行う。 

また、別途「開庁時間外の事務の執行を求める届出書」（税関様式Ｃ第８０００号）によ

り、時間外執務要請届の届出時間帯の延長手続が行われた場合で、時間外執務要請届を必要

とする税関手続をＮＡＣＣＳにより行う場合は、税関による届出時間帯の延長登録後に税関

手続をＮＡＣＣＳにより行う。 

(4) 税関システムの障害発生中で引き続き時間外執務要請届を必要とする税関手続を行う場合

は、当初の届出時間内であれば税関に連絡のうえ「時間外執務要請延長届」業務（ＯＳＥ）

により、届出時間帯の延長手続を行う。 

なお、届出時間帯を経過している場合の届出時間帯の延長手続は、書面により行う。 

 

３．「時間外執務要請延長届」業務（ＯＳＥ）が登録済みの場合 

この章の前記２.「「時間外執務要請届」業務（ＯＳＡ）が登録済みの場合」(2)、(3)及び

(4)による。 
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４．「添付ファイル登録」業務（ＭＳＢ）又は「申告添付登録」業務（ＭＳＸ）が未登録の場合 

税関にその旨を連絡して、書面を持参又はＦＡＸ等の方法により税関へ提出する。 

 

５．「添付ファイル登録」業務（ＭＳＢ）又は「申告添付登録」業務（ＭＳＸ）が登録済みの場

合 

税関へ「添付ファイル登録」業務（ＭＳＢ）又は「申告添付登録」業務（ＭＳＸ）が登録済

みである旨を連絡の上、税関における当該添付ファイルに係る取出しの状況を確認し、税関で

当該添付ファイルを取り出していない場合は、当該添付ファイルを印刷したものを持参又はＦ

ＡＸ等の方法により税関へ提出する。 

なお、税関で当該添付ファイルを取り出している場合は、提出を要しない。 

 

６．「汎用申請」業務（ＨＹＳ）が未登録の場合 

汎用申請業務の税関手続を書面（税関様式）により行う。 

 

７．汎用申請控情報が未配信の場合 

汎用申請業務の税関手続を書面（税関様式）により行う。 

 

８．汎用申請の許可・承認等通知情報が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

税関へ「汎用申請」業務（ＨＹＳ）が登録済みである旨を連絡の上、税関における当該申請

情報に係る取出しの状況を確認し、税関で当該申請情報を取り出していない場合は、ＮＡＣＣ

Ｓから配信された汎用申請控情報と汎用申請の添付ファイルを印刷したものを持参又はＦＡＸ

等の方法により税関へ提出する。 

なお、税関で当該申請情報を取り出している場合は、提出を要しない。 

 

９．汎用申請の許可・承認等通知情報が未配信の場合（税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) 税関に連絡のうえ当該汎用申請に係る許可・承認等の通知を書面により受け取る。 

(2) システム復旧後、許可・承認等通知情報がＮＡＣＣＳから配信された場合は、当該情報を

速やかに税関へ提出する。 

 

10．「汎用申請手数料等納付申請」業務（ＲＰＣ）が未登録の場合 

汎用申請手数料納付申請を書面（税関様式）により行う。 

 

11．汎用申請手数料等納付申請控情報が未配信の場合 

汎用申請手数料納付申請を書面（税関様式）により行う。 

 

12．汎用申請手数料納付申請の納付番号通知情報（手数料）が未配信の場合（税関での審査終了

が未登録の場合） 
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ＮＡＣＣＳから配信された汎用申請手数料等納付申請控情報を印刷し、その裏面に当該手数

料額の印紙を貼付して税関へ提出する。 

 

13．汎用申請手数料納付申請の納付番号通知情報（手数料）が未配信の場合（税関での審査終了

が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された汎用申請手数料等納付申請控情報を印刷し、その裏面に当該手

数料額の印紙を貼付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、納付番号通知情報（手数料）がＮＡＣＣＳから配信された場合は、当該

情報を速やかに税関へ提出する。 

 

14．汎用申請手数料が納付済み（ＭＰＮ納付済みの場合）で、許可・承認等通知情報が未配信の

場合 

(1) マルチペイメントネットワークを利用した電子納付（以下「ＭＰＮ納付」という。）の方

法により汎用申請手数料を納付済みの場合は、汎用申請の添付ファイルと手数料を納付した

際に出力された利用明細票等を税関へ提示して、許可・承認等の通知を書面により受け取る。 

(2) システム復旧後、許可・承認等通知情報がＮＡＣＣＳから配信された場合は、当該情報を

速やかに税関へ提出する。 
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第３章 海上関係 

 

第１節 監視関係 

 

１．旅客又は乗組員に関する事前報告業務（ＶＰＸ・ＷＰＴ）が未登録の場合 

(1) 旅客又は乗組員に関する事前報告については、「旅客名簿〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０

５０号）又は「乗組員名簿〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０６５号）により行う。 

(2) システム復旧後、船会社等は、税関宛ての報告について、税関からの指示により「入港前

統一申請」業務（ＶＰＸ・ＷＰＴ）を利用して、税関宛てに登録する。  

(3) 税関システムの障害発生中は、宛先から税関を除いて「入港前統一申請」業務（ＶＰＸ又

はＷＰＴ）を実施して差し支えない。ただし、税関から書面による事前報告を求められた場

合は、ＮＡＣＣＳに登録した旅客名簿・乗組員名簿の情報を印刷したものを提出する。 

 

２．積荷目録に関する事前報告業務（ＭＦＲ・ＤＭＦ）が未登録の場合 

(1) 積荷目録に関する事前報告について、システム復旧後に「積荷目録情報登録」業務（ＭＦ

Ｒ）により登録することについて税関の承諾を得る。税関の承諾を得た場合であっても、原

則、定められた期限までに「積荷目録〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０３０号）により事前報

告を行う。 

(2) システム復旧後、船会社等は、貨物の状況に合わせて「積荷目録情報登録」業務（ＭＦＲ）

及び「積荷目録提出」業務（ＤＭＦ）を利用して、積荷目録に関する事前報告を実施する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「積荷目録情報登録」業務（ＭＦＲ）及び「積荷目録提出」

業務（ＤＭＦ）を実施して差し支えない。ただし、税関から書面による事前報告を求められ

た場合は、ＮＡＣＣＳに登録した積荷目録の情報を印刷したものを提出する。 

 

３．「入港届（転錨届）」業務（ＶＩＸ・ＷＩＴ）が未登録の場合 

(1) 入港届（転錨届）については、「入出港届〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０００号）により

行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「入港届等」業務（ＶＩＸ又はＷＩＴ）を実施して差し支

えない。ただし、税関から書面による提出を求められた場合は、ＮＡＣＣＳから配信された

入港届（転錨届）提出情報を印刷したものを提出する。 

  

４．「入港届（転錨届）」業務（ＶＩＸ・ＷＩＴ）が登録済みで、入港届（転錨届）提出情報が

未配信の場合 

(1) 入港届（転錨届）を「入出港届〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０００号）により税関へ提出

するとともに、とん税及び特別とん税（以下この節において「とん税等」という。）の納付

申告を行う場合については、「とん税及び特別とん税納付申告書」（税関様式Ｓ第１０１５

号）により行う。 
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(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された入港届

（転錨届）提出情報の入港届提出番号に係る入港届情報について、「入港届等」業務（ＶＩ

Ｘ又はＷＩＴ）を利用して、当該入港届を取り消す。 

(3) 税関システムに障害が発生した場合で、税関から書面による提出を求められた場合は、Ｎ

ＡＣＣＳから配信された入港届（転錨届）提出情報を印刷したものを提出する。 

 

５．「とん税等納付申告」業務（ＴＰＣ）が未登録の場合 

(1) とん税等納付申告については、「とん税及び特別とん税納付申告書」（税関様式Ｓ第１０

１５号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「とん税等納付申告」業務（ＴＰＣ）を実施して差し支え

ない。 

 

６．「とん税等納付申告」業務（ＴＰＣ）が登録済みで、とん税等納付申告控情報及び納付書又

は納付番号通知情報が未配信の場合（直納方式又はＭＰＮ納付の場合） 

(1) とん税等の納付申告を行う場合については、「とん税及び特別とん税納付申告書」（税関

様式Ｓ第１０１５号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信されたとん税等納付申告控情報及び納付書（領収済

通知書・領収証書・領収控）（直納の場合）又は納付番号通知情報（ＭＰＮ納付の場合）を

速やかに税関へ提出して、とん税等納付申告控情報及び納付書又は納付番号通知情報の削除

を依頼する。 

なお、この場合において、削除に係るＮＡＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

 

７．とん税等納付申告控情報及び納付書又は納付番号通知情報が配信済みで、納付手続が行われ

ていない場合（直納方式又はＭＰＮ納付の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された納付書（領収済通知書・領収証書・領収控）（直納方式の場合）

又は納付番号通知情報（ＭＰＮ納付の場合）により、とん税等を納付する。 

(2) 出港届（転錨届）の手続の際に、とん税等の領収証書又はＭＰＮ納付の際に出力された利

用明細票等を税関へ提示する。 

 

８．「とん税等納付申告」業務（ＴＰＣ）が登録済みで、納付処理が行われていない場合（口座

振替方式場合） 

(1) リアルタイム口座にとん税等の納付額を超える口座残高が明らかにあると認められる場合

には、その旨を示す書類を税関へ提出すること等により、とん税法第９条第１項（担保）及

び特別とん税法第７条第１項（担保）の規定による担保が提供されたものとする。 

(2) システム復旧後、とん税等の納付額がリアルタイム口座から自動的に引き落される。 
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９．とん税等が納付済みで、「出港届（転錨届）」業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が未登録の場合 

(1) 出港届（転錨届）については、「入出港届〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０００号）により

行う。また、とん税等の領収証書又はＭＰＮ納付の際に出力された利用明細票等を税関へ提

示する。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「出港届等」業務（ＶＯＸ又はＷＯＴ）を実施して差し支

えない。ただし、税関から書面による提出を求められた場合は、ＮＡＣＣＳから配信された

出港許可（転錨・出港届受理）通知情報を印刷したものを提出する。 

なお、次港が不開港で許可保留となった場合は、この節の後記 11.「「出港届（転錨届）」

業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が登録済みで、出港許可（転錨・出港届受理）通知情報が未配信の

場合（次港が不開港で許可保留の場合）」による。 

 

10．「出港届（転錨届）」業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が登録済みで、出港許可（転錨・出港届受理）

通知情報が未配信の場合 

(1) 出港届（転錨届）については、「入出港届〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０００号）により

行う。また、とん税等の領収証書又はＭＰＮ納付の際に出力された利用明細票等を税関へ提

示する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された出港許可（転錨・出港届受理）通知情報を速

やかに税関へ提出して、出港許可（転錨・出港届受理）通知情報の削除を依頼する。 

なお、この場合において、削除に係るＮＡＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

 

11．「出港届（転錨届）」業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が登録済みで、出港許可（転錨・出港届受理）

通知情報が未配信の場合（次港が不開港で許可保留の場合） 

(1) 出港届（転錨届）については、「入出港届〔船舶〕」（税関様式Ｃ第２０００号）により

行う。この場合、不開港出入許可書を提示する。また、とん税等の領収証書又はＭＰＮ納付

の際に出力された利用明細票等を税関へ提示する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「出港届等」業務（ＶＯＸ又はＷＯ

Ｔ）を利用して、税関宛てに当該出港届を取り消す。 

なお、出港許可（転錨・出港届受理）通知情報がＮＡＣＣＳから配信された場合は、当該

許可通知情報を速やかに税関へ提出して、出港許可（転錨・出港届受理）通知情報の削除を

依頼する。この場合において、削除に係るＮＡＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

 

12．「不開港出入許可申請」業務（ＣＰＣ）が未登録の場合 

不開港出入許可申請については、「不開港出入許可申請書」（税関様式Ｃ第２１００号）に

より行う。この場合、不開港出入許可手数料については、印紙を不開港出入許可申請書の裏面

に貼付する。 
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13．「不開港出入許可申請」業務（ＣＰＣ）が登録済みで、不開港出入許可申請控情報が未配信

の場合 

(1) この節の前記12．「「不開港出入許可申請」業務（ＣＰＣ）が未登録の場合」による。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された不開港出

入許可申請控情報を税関へ提出して、当該申請情報の取消しを依頼する。 

なお、この場合において、取消しに係るＮＡＣＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

 

14．「不開港出入許可申請」業務（ＣＰＣ）が登録済みで、不開港出入許可手数料が未納の場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された不開港出入許可申請控情報２通（原本用、許可書用）に、納付

すべき不開港出入許可手数料の収入印紙を裏面に貼付して税関へ提出する。 

(2) ＭＰＮ納付の場合で、システム復旧後、納付番号通知情報（手数料）がＮＡＣＣＳから配

信された場合は、当該情報を速やかに税関へ提出する。 

(3) 「出港届（転錨届）」業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が登録済みの場合は、この節の前記 11.

「「出港届（転錨届）」業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が登録済みで、出港許可（転錨・出港届受

理）通知情報が未配信の場合（次港が不開港で許可保留の場合）」による。 

 

15．「不開港出入許可申請」業務（ＣＰＣ）が登録済みで、不開港出入許可手数料がＭＰＮ納付

済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された不開港出入許可申請控情報２通（原本用、許可書用）に、不開

港出入許可手数料をＭＰＮ納付で納付した際に出力された利用明細票等を添付して税関へ提

出する。 

(2) システム復旧後、不開港出入許可通知情報がＮＡＣＣＳから配信された場合は、当該許可

通知情報を税関へ提出する。 

(3) 「出港届（転錨届）」業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が登録済みの場合は、この節の前記 11.

「「出港届（転錨届）」業務（ＶＯＸ・ＷＯＴ）が登録済みで、出港許可（転錨・出港届受

理）通知情報が未配信の場合（次港が不開港で許可保留の場合）」による。 

 

16．「船舶・航空機資格変更届」業務（ＫＰＣ０１）が未登録の場合 

船舶資格変更届については、「船舶・航空機資格変更届」（税関様式Ｃ第２２４０号）によ

り行う。 

 

17．船舶資格変更届控が未配信の場合 

この節の前記16.「「船舶・航空機資格変更届」業務（ＫＰＣ０１）が未登録の場合」による。 

 

18．船舶資格証書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

ＮＡＣＣＳから配信された船舶資格変更届控２通（原本用、許可書用）を税関へ提出する。 
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19．船舶資格証書が未配信の場合（税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された船舶資格変更届控２通（原本用、許可書用）を税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、船舶資格証書がＮＡＣＣＳから配信された場合は、当該船舶資格証書を

税関へ提出する。 

 

20．「内国貨物運送申告」業務（ＤＣＣ）が未登録の場合 

(1) 内国貨物運送申告については、「内国貨物運送申告書（目録兼用）」（税関様式Ｃ第４０

３０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「内国貨物運送申告」業務（ＤＣＣ）を実施して差し支え

ない。ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記23.「内国貨物運送承認通知書が

未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

21．内国貨物運送申告控情報が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 内国貨物運送申告については、「内国貨物運送申告書（目録兼用）」（税関様式Ｃ第４０

３０号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「内国貨物運送申告（承認）変更」

業務（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送申告を取り消す。 

 

22．内国貨物運送承認通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 内国貨物運送申告については、「内国貨物運送申告書（目録兼用）」（税関様式Ｃ第４０

３０号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された「内国貨

物運送承認通知書（運送目録兼用）」を税関へ提出し、「内国貨物運送申告（承認）変更」

業務（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送承認を取り消す。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「内国貨物運送申告」業務（ＤＣＣ）を実施して差し支え

ない。ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記23.「内国貨物運送承認通知書が

未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

23．内国貨物運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された内国貨物運送申告控情報３通（原本用、承認書用、到着証明用）

を税関へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付された内国貨物運送申告控情報（承認書用、到着

証明用）により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「内国貨物運送申告（承認）変更」

業務（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送申告を取り消す。 
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24．内国貨物運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された内国貨物運送申告控情報３通（原本用、承認書用、到着証明用）

を税関へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付された内国貨物運送申告控情報（承認書用、到着

証明用）により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された内国貨物

運送承認通知書（運送目録兼用）を税関へ提出し、「内国貨物運送申告（承認）変更」業務

（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送承認を取り消す。 

 

25．「指定地外／船陸／船舶間交通許可申請」業務（ＡＰＡ）が未登録の場合 

指定地外・船陸・船舶間交通許可申請については、「指定地外交通・船陸交通・本邦と外国

との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との交通許可申請書」（税関様式Ｃ第２２１

０号）により行う。 

 

26．指定地外／船陸／船舶間交通許可申請控が未配信の場合 

(1) 指定地外・船陸・船舶間交通許可申請については、「指定地外交通・船陸交通・本邦と外

国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との交通許可申請書」（税関様式Ｃ第２

２１０号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「指定地外／船陸／船舶間交通許可

申請」業務（ＡＰＡ）を利用して、当該指定地外／船陸／船舶間交通許可申請を取り消す。 

 

27．指定地外／船陸／船舶間交通許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された指定地外／船陸／船舶間交通許可申請控２通（原本用、許可書

用）を税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「指定地外／船陸／船舶間交通許可

申請」業務（ＡＰＡ）を利用して、当該指定地外／船陸／船舶間交通許可申請を取り消す。 

 

28．指定地外／船陸／船舶間交通許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が登録済みの場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された指定地外／船陸／船舶間交通許可申請控２通（原本用、許可書

用）を税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、指定地外／船陸／船舶間交通許可通知書がＮＡＣＣＳから配信された場

合は、当該許可通知書を税関へ提出する。 
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29．時間外貨物積卸届の取扱い 

(1) 時間外貨物積卸届の取扱いについては、「開庁時間外貨物の積卸届」（税関様式Ｃ第２１

１０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「時間外貨物積卸届」業務（ＯＶＳ）を利用して時間外貨

物積卸届を行い、その旨を報告する。ただし、税関から書面による提出を求められた場合は、

ＮＡＣＣＳから配信された開庁時間外貨物積卸届出確認書を印刷したものを提出する。 
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第２節 保税関係 

 

１．「保税運送申告」業務（ＯＬＣ）が未登録の場合（包括保税運送承認に係る個別運送又は特

定保税運送が未登録の場合を含む。） 

(1) 保税運送申告から運送先保税地域搬入までについては、「外国貨物運送申告書（目録兼

用）」（税関様式Ｃ第４０００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、次による。 

イ 発送地の保税地域は、書面による保税運送承認書（送り状）に基づき、「保税運送承認

等確認登録」業務（ＰＡＭ）を利用して、保税運送承認の確認情報を登録し、「搬出確認

登録（保税運送貨物）」業務（ＢＯＡ）又は「ＣＹ搬出確認登録」業務（ＣＹＯ）を利用

して、搬出確認情報を登録する。 

ロ 到着地の保税地域は、「搬入確認登録（保税運送貨物）」業務（ＢＩＡ）又は「ＣＹ搬

入確認登録」業務（ＣＹＡ）を利用して、搬入確認情報を登録する。 

なお、到着地の保税地域がシステム不参加の場合は、到着地税関において到着確認情報

を登録する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢保税運送申告｣業務（ＯＬＣ）を実施して差し支えない。

ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記４.「保税運送承認通知書が未配信の場

合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

２．保税運送申告控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 保税運送申告から運送先保税地域搬入までについては、「外国貨物運送申告書（目録兼

用）」（税関様式Ｃ第４０００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、次による。 

イ 「保税運送申告（承認）変更」業務（ＳＯＴ）を利用して、当該保税運送申告を取り消

す。 

ロ 発送地の保税地域は、書面による保税運送承認書（送り状）に基づき、「保税運送承認

等確認登録」業務（ＰＡＭ）を利用して、保税運送承認の確認情報を登録し、「搬出確認

登録（保税運送貨物）」業務（ＢＯＡ）又は「ＣＹ搬出確認登録」業務（ＣＹＯ）を利用

して、搬出確認情報を登録する。 

ハ 到着地の保税地域は、「搬入確認登録（保税運送貨物）」業務（ＢＩＡ）又は「ＣＹ搬

入確認登録」業務（ＣＹＡ）を利用して、搬入確認情報を登録する。 

なお、到着地の保税地域がシステム不参加の場合は、到着地税関において到着確認情報

を登録する。 

 

３．保税運送承認通知書が未配信の場合（簡易審査扱い）（包括保税運送承認に係る個別運送又

は特定保税運送が登録済みの場合を含む。） 

(1) 保税運送申告から運送先保税地域搬入までについては、「外国貨物運送申告書（目録兼
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用）」（税関様式Ｃ第４０００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、次による。 

イ ＮＡＣＣＳから配信された保税運送承認通知書（運送目録兼用）を速やかに税関へ提出

し、「保税運送申告（承認）変更」業務（ＳＯＴ）を利用して、当該保税運送承認の取消

しを申請する。 

ロ 発送地の保税地域は、書面による保税運送承認書（送り状）に基づき、「保税運送承認

等確認登録」業務（ＰＡＭ）を利用して、当該保税運送承認の確認情報を登録し、「搬出

確認登録（保税運送貨物）」業務（ＢＯＡ）又は「ＣＹ搬出確認登録」業務（ＣＹＯ）を

利用して、搬出確認情報を登録する。 

ハ 到着地の保税地域は、「搬入確認登録（保税運送貨物）」業務（ＢＩＡ）又は「ＣＹ搬

入確認登録」業務（ＣＹＡ）を利用して、搬入確認情報を登録する。 

なお、到着地の保税地域がシステム不参加の場合は、到着地税関において到着確認情報

を登録する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢保税運送申告｣業務（ＯＬＣ）を実施して差し支えない。

ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記４.「保税運送承認通知書が未配信の場

合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

４．保税運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された保税運送申告控３通（原本用、承認書用、到着証明用）を税関

へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付された保税運送申告控（承認書用、到着証明用）

により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、この節の前記２.「保税運送申告控が未配

信の場合（書類審査扱い）」(2)による。 

 

５．保税運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了業務が登録済みの場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された保税運送申告控３通（原本用、承認書用、到着証明用）を税関

へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付された保税運送申告控（承認書用、到着証明用）

により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、この節の前記３.「保税運送承認通知書が

未配信の場合（簡易審査扱い）（包括保税運送承認に係る個別運送又は特定保税運送が登録

済みの場合を含む。）」(2)による。 

 

６．保税運送承認通知書、個別運送受付情報又は特定保税運送受付情報が配信済みで、発送地の

保税地域における「搬出確認登録」業務（ＢＯＡ・ＣＹＯ）が未登録の場合 
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(1) 発送地の保税地域における搬出手続については、保税運送承認通知書、個別運送受付情報

又は特定保税運送受付情報を利用して、書面により行う。 

(2) システム復旧後、発送地の保税地域は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「搬出確認登

録（保税運送貨物）」業務（ＢＯＡ）又は「ＣＹ搬出確認登録」業務（ＣＹＯ）を利用して、

搬出確認情報を登録する。 

なお、到着地の保税地域において書面による搬入手続を行っている場合は、ＮＡＣＣＳで

の後処理登録として、「搬入確認登録（保税運送貨物）」業務（ＢＩＡ）又は「ＣＹ搬入確

認登録」業務（ＣＹＡ）を利用して、搬入確認情報を登録する。 

 

７．発送地の保税地域における「搬出確認登録」業務（ＢＯＡ・ＣＹＯ）が登録済みで、到着地

の保税地域における「搬入確認登録」業務（ＢＩＡ・ＣＹＡ）が未登録の場合 

(1) 到着地の保税地域における搬入手続については、保税運送承認通知書、個別運送受付情報

又は特定保税運送受付情報を利用して、書面により行う。 

(2) システム復旧後、到着地の保税地域は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「搬入確認登

録（保税運送貨物）」業務（ＢＩＡ）又は「ＣＹ搬入確認登録」業務（ＣＹＡ）を利用して、

搬入確認情報を登録する。 

なお、到着地の保税地域がシステム不参加の場合は、到着地税関において到着確認情報を

登録する。 

 

８．「見本持出許可申請」業務（ＭＨＡ）が未登録の場合 

(1) 見本持出許可申請については、「見本持出許可申請書」（税関様式Ｃ第３０６０号）によ

り行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「見本持出許可申請」業務（ＭＨＡ）を実施して差し支え

ない。ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記11.「見本持出許可通知情報が未

配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

９．見本持出許可申請控情報が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 見本持出許可申請については、「見本持出許可申請書」（税関様式Ｃ第３０６０号）によ

り行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「見本持出取消」業務（ＭＨＣ）を

利用して、当該見本持出許可申請を取り消す。 

 

10．見本持出許可通知情報が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 見本持出許可申請については、「見本持出許可申請書」（税関様式Ｃ第３０６０号）によ

り行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された見本持出

許可通知情報を税関へ提出して、当該見本持出許可の取消しを依頼する。 
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なお、この場合において、取消しに係るＮＡＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「見本持出許可申請｣業務（ＭＨＡ）を実施して差し支えな

い。ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記11.「見本持出許可通知情報が未配

信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

11．見本持出許可通知情報が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された見本持出許可申請控情報２通（原本用、許可書用）を税関へ提

出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、書面により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「見本持出取消」業務（ＭＨＣ）を

利用して、当該見本持出許可申請を取り消す。 

 

12．見本持出許可通知情報が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された見本持出許可申請控情報２通（原本用、許可書用）を税関へ提

出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、書面により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された見本持出

許可通知情報を税関へ提出して、当該見本持出許可の取消しを依頼する。 

なお、この場合において、取消しに係るＮＡＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

 

13．「貨物取扱許可申請」業務（ＣＨＤ）が未登録の場合 

(1) 貨物取扱許可申請については、「貨物取扱い許可申請書」（税関様式Ｃ第３１１０号）に

より行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「貨物取扱許可申請」業務（ＣＨＤ）を実施して差し支え

ない。ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記16.「貨物取扱許可通知情報が未

配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

14．貨物取扱許可申請控情報が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 貨物取扱許可申請については、「貨物取扱い許可申請書」（税関様式Ｃ第３１１０号）に

より行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「貨物取扱取消」業務（ＳＨＣ）を

利用して、当該貨物取扱許可申請を取り消す。 

 

15．貨物取扱許可通知情報が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 貨物取扱許可申請については、「貨物取扱い許可申請書」（税関様式Ｃ第３１１０号）に

より行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された貨物取扱
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許可通知情報を税関へ提出して、当該貨物取扱許可の取消しを依頼する。 

なお、この場合において、取消しに係るＮＡＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢貨物取扱許可申請｣業務（ＣＨＤ）を実施して差し支えな

い。ただし、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記16.「貨物取扱許可通知情報が未配

信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

16．貨物取扱許可通知情報が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された貨物取扱許可申請控情報２通（原本用、許可書用）を税関へ提

出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「貨物取扱取消」業務（ＳＨＣ）を

利用して、当該貨物取扱許可申請を取り消す。 

 

17．貨物取扱許可通知情報が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された貨物取扱許可申請控情報２通（原本用、許可書用）を税関へ提

出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された貨物取扱

許可通知情報を税関へ提出して、当該貨物取扱許可の取消しを依頼する。 

なお、この場合において、取消しに係るＮＡＣＣＳ登録情報変更願の提出は不要とする。 

 

18．「卸コンテナ情報登録（提出）」業務（ＤＣＬ０２）が未登録の場合 

(1) 卸コンテナリスト提出については、「積卸コンテナー一覧表（コンテナーリスト）」（税

関様式Ａ第１０００号）により行う。 

(2) 書面により卸コンテナリストを税関へ提出した場合は、システム復旧後、税関にその旨を

申し出た後、「卸コンテナ情報登録（提出）」業務（ＤＣＬ０２）を利用して卸コンテナリ

スト情報を登録し、ＮＡＣＣＳから配信された卸コンテナ輸入許可通知書を税関へ提出する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢卸コンテナ情報登録（提出）｣業務（ＤＣＬ０２）を実施

して差し支えない。 

 

19．「船卸確認登録（一括・個別）」業務（ＰＫＩ・ＰＫＫ）で、卸コンテナリストの提出が未

登録の場合 

(1) 卸コンテナリスト提出については、「積卸コンテナー一覧表（コンテナーリスト）」（税

関様式Ａ第１０００号）により行う。 

(2) 書面により卸コンテナリストを税関へ提出した場合は、システム復旧後、税関にその旨を

申し出た後、「船卸確認登録（一括・個別）」業務（ＰＫＩ・ＰＫＫ）を利用して卸コンテ

ナリスト情報を登録し、ＮＡＣＣＳから配信された卸コンテナ輸入許可通知書を税関へ提出

する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢船卸確認登録（一括・個別）」業務（ＰＫＩ・ＰＫＫ）を
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実施する際に、「卸コンテナ情報登録」（卸コンテナリストの提出）を併せて実施して差し

支えない。 

 

20．「船積情報登録（積コンテナリスト提出処理）」業務（ＣＬＲ）が未登録の場合 

(1) 積コンテナリスト提出については、「積卸コンテナー一覧表（コンテナーリスト）」（税

関様式Ａ第１０００号）により行う。 

(2) 書面により積コンテナリストを税関へ提出した場合は、システム復旧後、税関にその旨を

申し出た後、「船積情報登録（積コンテナリスト提出処理）」業務（ＣＬＲ）を利用して積

コンテナリスト提出処理情報を登録し、ＮＡＣＣＳから配信された積コンテナ輸出許可通知

書を税関へ提出する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢船積情報登録（積コンテナリスト提出処理）」業務（ＣＬ

Ｒ）を実施して差し支えない。 

 

21．貨物の搬出入手続処理 

(1) 保税地域における貨物の搬出入手続については、書面による許可・承認書等により行い、

搬入した貨物に品目の相違、数量の過不足、重大な損傷又はそれに準じる異常があった場合

は、直ちに税関へ報告する。 

また、システム復旧後、貨物の搬出入情報をＮＡＣＣＳへ登録した際にエラーとなった場

合についても、直ちに税関へ報告する。 

(2) 税関システムの障害発生中は、貨物移動差止が登録された貨物について、税関において貨

物差止解除の情報を登録することができないことから、差止貨物を搬出する場合は税関に連

絡する。 

また、事故貨物又は訂正保留となった貨物については、税関において事故貨物の確認又は

訂正保留の解除の情報を登録するまでの間、後続業務が実施できないので注意すること。 
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第３節 輸入申告関係 

 

この節において「輸入申告等」とは、輸入申告のほか、蔵入承認申請、移入承認申請、総保入

承認申請、展示等申告、蔵出輸入申告、移出輸入申告、総保出輸入申告、輸入許可前貨物引取承

認申請、蔵出輸入許可前貨物引取承認申請、移出輸入許可前貨物引取承認申請、総保出輸入許可

前貨物引取承認申請、輸入（引取）申告及び輸入（引取・特例）申告（注１）を含む。 

また、「輸入申告等入力控」、「輸入（納税）申告等控」及び「輸入許可通知書等」とは、前

記の各申告・申請手続に係る入力控、申告・申請控及び許可・承認通知書を含む。 

なお、ＮＡＣＣＳの障害発生中は、口座振替、ＭＰＮ納付（注２）及びＮＡＣＣＳに登録済み

の据置担保を使用することはできないことから、留意すること（新規に提供する個別担保は使用

可能。第４節において同じ。）。 

さらに、ＮＡＣＣＳの障害発生中に搬入時申告自動起動、開庁時申告自動起動、到着即時申告

自動起動及び積荷目録事前報告時申告自動起動を行っている輸入申告等について、書面による手

続を行った場合は、システム復旧後に二重許可となってしまう場合もあることから、必ず事前に

税関へ相談した上で、手続を行うこととする。 

 

（注１）この節において、輸入（引取）申告及び輸入（引取・特例）申告は、特例委託輸入（引

取）申告及び特例委託輸入（引取・特例）を含む。 

（注２）納付番号通知情報がＮＡＣＣＳから配信された後にシステム障害が発生した場合は、税

関が申告番号を記入したマニュアル納付書により納付することによって、許可等を受ける

ことが可能となる。 

この場合は、システム復旧後に税関において納付方法を直納扱いに変更する必要がある

ことから、ＮＡＣＣＳから配信された納付書（直納）について、税関へ提出する必要があ

るので留意すること。 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中の輸入申告等については、「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標

準数量等申告書兼用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書（運送申告書）」

（税関様式Ｃ第３３４０号）によるほか、ＮＡＣＣＳから配信された輸入申告等入力控（以下

この節において「入力控」という。）又は輸入申告等控（以下この節において「申告控」とい

う。）を税関へ提出することとして差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による税関手続を行った場合は、関税割当にかかる数量管

理手続を除きＮＡＣＣＳでの後処理登録は要しない。 

 

２．「輸入申告事項登録」業務（ＩＤＡ）が未登録の場合 

(1) 輸入申告等については、「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼

用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書（運送申告書）」（税関様式Ｃ第３
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３４０号）等により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告事項登録」業務（ＩＤＡ）を利用して輸入申告

等事項登録を行い、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して、輸入申告等を行って差し支え

ないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の後記４.「「輸入申告」業務

（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未配信の場

合（税関での審査終了が未登録の場合）」により、また、許可保留となった場合は、この節

の後記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済

みの場合）」による。 

 

３．「輸入申告事項登録」業務（ＩＤＡ）が登録済みで、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が未登録

の場合 

(1) 輸入申告等については、「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼

用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書（運送申告書）」（税関様式Ｃ第３

３４０号）により行う。 

(2) 入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「輸入（納税）申告書（内

国消費税等課税標準数量等申告書兼用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書

（運送申告書）」（税関様式Ｃ第３３４０号）に代えて提出することができる。この場合は、

入力控２通（原本用、許可・承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関

の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

（※ 会計検査院用の提出が必要な場合は、さらに会計検査院用の入力控を提出する。以下こ

の節において同じ。） 

(3) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された入力控により行う。 

(4) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して輸入申告等を行っ

て差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の後記４.「「輸入申

告」業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未

配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」の(1)及び(2)により、また、許可保留と

なった場合は、この節の後記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関

での審査終了が登録済みの場合）」による。 

 

４．「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知

書等が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）に、必要となる関係書

類を添付して税関へ提出する。 

なお、関税割当にかかる数量管理手続をシステムで行っていた場合、関税割当証明書原紙

を提出し裏落しを行い、システム復旧後、「関税割当裏落内容仮登録」業務（ＴＱＣ）を利

用して、処理区分コード（「処理区分」欄）に「Ｃ」（仮登録取消し）を入力し送信するこ

とにより仮登録の取消を行い、税関にシステム管理終了の申出を行う。 
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(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して輸入申告等を行っ

て差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、前記(1) 及び(2)により、ま

た、許可保留となった場合は、この節の後記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審

査扱い又は税関での審査終了が登録済みの場合）」による。 

 

５．輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控又は入力控１通（許可・承認書用）を税関へ提出する。 

なお、関税割当にかかる数量管理手続をシステムで行っていた場合、前記４．（1）による。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控又は入力控に

より行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから輸入許可通知書等、納付書又は納付番号通知情報が配信

された場合は、速やかに税関へ提出して、輸入許可通知情報等、納付書又は納付番号通知情

報の削除を依頼する。 

なお、納付方法が口座振替の場合で二重納付となった場合は、還付の手続を行う。 

(4) 納付方法が口座振替又は納期限延長に係る据置担保について、システムによる残高照会は

行えないものの、納税額を超える残高が明らかにある場合には、その旨を示す書類を税関へ

提出すること等により、輸入許可前貨物引取が承認されたものとして貨物を引取ることが可

能となる（システムの障害発生中における輸入許可前貨物引取承認申請の手続については、

後記 10．「輸入許可前貨物引取承認申請の場合」を参照。）。また、納税額を超える残高が

明らかでなくても貨物を早急に引取りたい場合には、税関に相談する。 

 

６．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合（予備申告を行っていない場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）、必要となる関係書類

を添付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、申告が自動起動して簡易審査扱いとなった場合は、ＮＡＣＣＳから配信

された輸入許可通知書等、納付書又は納付番号通知情報を速やかに税関へ提出して、輸入許

可通知情報等、納付書又は納付番号通知情報の削除を依頼する。 

なお、納付方法が口座振替の場合で二重納付となった場合は、還付の手続を行う。 

また、システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可又は承認

を受けた場合は、速やかに「輸入申告事項呼出し」業務（ＩＤＢ）を利用して、輸入申告等

事項を再度登録する。（輸入申告等事項を再度登録することにより、搬入時申告自動起動又

は開庁時申告自動起動は解除される。） 

(4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動又は開庁時申告自動起動での輸入申告

等を行って差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.

「「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通
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知書等が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)により、また、許

可保留となった場合は、この節の前記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い

又は税関での審査終了が登録済みの場合）」による。 

 

７．予備申告後の本申告が未登録の場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）に、本申告に係る審査

を行った通関士の記名をした上（自社通関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して

税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された当該予備申告の申告控を税関へ提出して、当

該予備申告の撤回を依頼する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して、本申告を行って

差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.「「輸入申告」

業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未配信

の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1) 及び(2)により、また、許可保留となった

場合は、この節の前記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審

査終了が登録済みの場合）」による。 

 

８．予備申告後で搬入時・開庁時・貨物到着即時・積荷目録事前報告時申告自動起動の旨が登録

済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）に、本申告に係る審査

を行った通関士の記名をした上（自社通関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して

税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、申告が自動起動して簡易審査扱いとなった場合は、ＮＡＣＣＳから配信

された輸入許可通知書等、納付書又は納付番号通知情報を速やかに税関へ提出して、輸入許

可通知情報等、納付書又は納付番号通知情報の削除を依頼する。 

なお、納付方法が口座振替の場合で二重納付となった場合は、還付の手続を行う。 

また、システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可又は承認

を受けた場合は、速やかに「輸入申告」業務（ＩＤＣ）で申告条件コードを「Ｔ」に変更入

力した上で、再度輸入申告等を登録するとともに、ＮＡＣＣＳから配信された当該予備申告

の輸入申告等控を税関へ提出して、当該予備申告の撤回を依頼する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動、開庁時申告自動起動、貨物到着即時

及び積荷目録事前報告時申告自動起動での輸入申告等を行って差し支えないが、書類審査扱

い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.「「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が登録済み

で（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未配信の場合（税関での審査終了

が未登録の場合）」(1) 及び(2)により、また、許可保留となった場合は、この節の前記５.
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「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済みの場

合）」による。 

 

９．輸入（引取）許可後、特例申告業務が未登録の場合 

(1) 特例申告（特例委託特例申告、一括特例申告及び一括特例委託特例申告を含む。）につい

ては、書面により行う。 

(2) 入力控が配信されている場合は、当該入力控を「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税

標準数量等申告書兼用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）に代えて提出する。この場合、入力

控２通（原本用、許可・承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関の場

合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、特例申告又は特例委託特例申告の場合は「輸入申告変更」

業務（ＩＤＥ）を利用し、また、一括特例申告又は一括特例委託特例申告の場合は「一括特

例申告」業務（ＴＫＣ０１）を利用して特例申告を行って差し支えない。 

 

10．輸入許可前貨物引取承認申請の場合 

(1) システム障害発生中の輸入許可前貨物引取承認申請の税関手続については、この節の前記

１.「システム障害発生中の提出書類」から８.「予備申告後で搬入時・開庁時・貨物到着即

時・積荷目録事前報告時申告自動起動の旨が登録済みの場合」までによる。 

(2) 担保については、新規に提供する個別担保は使用可能であるが、ＮＡＣＣＳに登録済みの

据置担保を使用することはできない。ただし、納税額を超える据置担保の残高が明らかにあ

る場合には、その旨を示す書類を税関へ提出すること等により、輸入許可前貨物引取が承認

されたものとして貨物を引取ることが可能となる。また、納税額を超える残高が明らかでな

くても貨物を早急に引取りたい場合には、税関に相談する。 

 

11．関税割当にかかる数量管理手続 

システム管理を行っている関税割当証明書に係る輸入申告について、輸入許可前にシステ

ム障害発生により書面、入力控又は申告控による処理を行ったときは、システム復旧後、税

関にシステム管理終了の申出を行うとともに関税割当証明書の原本又はその写しを提出し裏

落し若しくは数量訂正を行う。なお、システム管理終了の申出にあたっては「関税割当裏落

内容仮登録」業務（ＴＱＣ）を利用して、処理区分コード（「処理区分」欄）に「Ｃ」（仮

登録取消し）を入力し送信し、仮登録の取消を行った上で申出を行う必要があるので留意す

ること。 

システム復旧後、関税割当数量の残存数量を超過して輸入申告が行われていたことが判明

した場合には、修正申告を行うとともに、関税割当証明書原本の通関数量及び残存数量の訂

正を申出る必要がある。 
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第４節 輸入申告（沖縄特免）関係 

 

沖縄県から出域する旅客の携帯品に係る関税の免除（以下「沖縄特免制度」という。）につい

ては、第３節（輸入申告関係）による。 

この場合において、「輸入申告等入力控」とあるのは「輸入申告入力控（沖縄特免制度）」と、

「輸入申告等控」とあるのは「輸入申告控（沖縄特免制度）」と、「輸入許可前貨物引取承認申

請控」とあるのは「輸入許可前貨物引取承認申請控（沖縄特免制度）」と、「ＩＤＡ」とあるの

は「ＯＴＡ」と、「ＩＤＣ」とあるのは「ＯＴＣ」と「「輸入（納税）申告書（内国消費税等課

税標準数量等申告書兼用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）」とあるのは「「輸入（納税）申告書

（関税（内国消費税兼用）納期限延長（個別）申請書兼用）」（税関様式Ｐ第９６１０号）」と

読み替えるものとする。 

なお、税関システムの障害発生中は、「輸入申告（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＣ）を利用し

て、輸入申告（沖縄特免制度）を行って差し支えない。 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中の輸入申告（沖縄特免制度）については、「輸入（納税）申告書（関税

（内国消費税兼用）納期限延長（個別）申請書兼用）」（税関様式Ｐ第９６１０号）によるほ

か、ＮＡＣＣＳから配信された輸入申告入力控（沖縄特免制度）又は輸入申告控（沖縄特免制

度）を税関へ提出して差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による税関手続を行った場合は、ＮＡＣＣＳでの後処理登

録は要しない。 

 

２．「輸入申告事項登録（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＡ）が未登録の場合 

(1) 輸入申告（沖縄特免制度）については、「輸入（納税）申告書（関税（内国消費税兼用）

納期限延長（個別）申請書兼用）」（税関様式Ｐ第９６１０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告事項登録（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＡ）を

利用して輸入申告事項登録を行い、「輸入申告（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＣ）を利用し

て輸入申告（沖縄特免制度）を行って差し支えないが、輸入許可又はＢＰ承認とならなかっ

た場合は、この節の後記４.「「輸入申告（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＣ）が登録済みで、

輸入許可通知書等が未配信の場合」により、また、許可保留となった場合は、この節の後記

５.「輸入許可通知書等が未配信の場合」による。 

 

３．「輸入申告事項登録（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＡ）が登録済みで、「輸入申告（沖縄特

免制度）」業務（ＯＴＣ）が未登録の場合 

(1) 輸入申告（沖縄特免制度）については、「輸入（納税）申告書（関税（内国消費税兼用）

納期限延長（個別）申請書兼用）」（税関様式Ｐ第９６１０号）により行う。 

(2) 輸入申告入力控（沖縄特免制度）（以下この節において「入力控」という。）がＮＡＣＣ
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Ｓから配信されている場合は、当該入力控を「輸入（納税）申告書（関税（内国消費税兼用）

納期限延長（個別）申請書兼用）」（税関様式Ｐ第９６１０号）に代えて提出することがで

きる。この場合は、入力控２通（原本用、許可・承認書用）に、審査を行った通関士の記名

をした上（自社通関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＣ）を利用して

輸入申告（沖縄特免制度）を行って差し支えないが、輸入許可又はＢＰ承認とならなかった

場合は、この節の後記４.「「輸入申告（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＣ）が登録済みで、輸

入許可通知書等が未配信の場合」により。また、許可保留となった場合は、この節の後記５.

「輸入許可通知書等が未配信の場合」による。 

 

４．「輸入申告（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＣ）が登録済みで、輸入許可通知情報が未配信の

場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された輸入申告控（沖縄特免制度）（以下この節において「申告控」

という。）２通（原本用、許可・承認書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出

する。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告（沖縄特免制度）」業務（ＯＴＣ）を利用して

輸入申告（沖縄特免制度）を行って差し支えないが、輸入許可又はＢＰ承認とならなかった

場合は、前記(1)により、また、許可保留となった場合は、この節の後記５.「輸入許可通知

情報が未配信の場合」による。 

 

５．輸入許可通知情報が未配信の場合 

ＮＡＣＣＳから配信された申告控又は入力控１通（許可・承認書用）を税関へ提出する。 
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第５節 輸出申告関係 

 

この節において「輸出申告等」とは、輸出申告のほか積戻し申告、展示等積戻し申告、特定輸

出申告、特定委託輸出申告及び特定製造者輸出申告を含む。 

また、「輸出申告等入力控」、「輸出申告等控」及び「輸出許可通知書等」とは、前記の各申

告手続に係る入力控、申告控及び許可通知書を含む。 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中の輸出申告等については、「輸出申告書」（税関様式Ｃ第５０１０号）

によるほか、ＮＡＣＣＳから配信された輸出申告等入力控（以下この節において「入力控」と

いう。）又は輸出申告等申告控（以下この節において「申告控」という。）等を税関へ提出す

ることとして差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による手続を行った場合は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は

要しない。 

 

２．「輸出申告事項登録」業務（ＥＤＡ）が未登録の場合 

(1) 輸出申告等については、「輸出申告書」（税関様式Ｃ第５０１０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、｢輸出申告事項登録｣業務（ＥＤＡ）を利用して輸出申告事

項登録を行い、｢輸出申告｣業務（ＥＤＣ）を利用して輸出申告を行って差し支えないが、書

類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の後記４.「「輸出申告」業務（ＥＤＣ）が

登録済みで、輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

３．「輸出申告事項登録」業務（ＥＤＡ）が登録済みで、「輸出申告」業務（ＥＤＣ）が未登録

の場合 

(1) 輸出申告等については、「輸出申告書」（税関様式Ｃ第５０１０号）により行う。 

(2) 入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「輸出申告書」（税関様式

Ｃ第５０１０号）に代えて提出することができる。この場合は、入力控２通（原本用、許可

書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関の場合は不要）、必要となる関係

書類を添付して税関へ提出する。 

(3) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された入力控により行う。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢輸出申告｣業務（ＥＤＣ）を利用して輸出申告等を行って

差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の後記４.「「輸出申告」

業務（ＥＤＣ）が登録済みで、輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録

の場合）」(1)及び(2)による。 

 

４．「輸出申告」業務（ＥＤＣ）が登録済みで、輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査

終了が未登録の場合） 
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(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）、必要となる関係書類を添付

して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢輸出申告｣業務（ＥＤＣ）を利用して輸出申告等を行って

差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いに選定された場合は、前記(1)及び(2)による。 

 

５．輸出許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控又は入力控１通（許可書用）を税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控又は入力控により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから輸出許可通知書等が配信された場合は、速やかに税関へ

提出する。 

 

６．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添

付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、申告が自動起動して簡易審査扱いとなった場合は、ＮＡＣＣＳから配信

された輸出許可通知書等を速やかに税関へ提出する。 

また、システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可を受けた

場合は、速やかに「輸出申告事項呼出し」業務（ＥＤＢ）を利用して、輸出申告事項を再度

登録する。（輸出申告事項を再度登録することにより、搬入時申告自動起動又は開庁時申告

自動起動は解除される。） 

(4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動又は開庁時申告自動起動での輸出申告

を行って差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.

「「輸出申告」業務（ＥＤＣ）が登録済みで、輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審

査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)による。 

 

７．輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が未登録の場合 

(1) 変更前申告官署の申告撤回については、「輸出申告撤回申出書」（税関様式Ｃ第５２４０

号）により行う。 

(2) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＥＤ

Ａ）が未登録の場合」による。 

 

８．輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が登録済みで、「輸出申告変更

（官署変更）」業務（ＥＤＹ）が未登録の場合 

(1) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＥＤ

Ａ）が未登録の場合」による。 
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(2) システム復旧後、変更前申告官署に対して官署変更から申告撤回への変更を依頼する。 

９．「輸出申告変更（官署変更）」業務（ＥＤＹ）が登録済みで、「輸出申告事項登録」業務

（ＥＤＡ）が未登録の場合 

変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＥＤＡ）

が未登録の場合」による。 

 

10．「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＥＡＡ）が未登録の場合 

輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）

により行う。 

 

11．「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＥＡＡ）が登録済みで、「輸出許可内容変更申請」

業務（ＥＡＣ）が未登録の場合 

(1) 輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００

号）により行う。 

(2) 輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「船

名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。この

場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関

の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム復旧後、税関へ連絡した上で、｢輸出許可内容変更申請｣業務（ＥＡＣ）を実施し、

ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書又は輸出許可内容変更申請控を税関へ提

出する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢輸出許可内容変更申請｣業務（ＥＡＣ）を行って差し支え

ないが、書類審査扱いに選定された場合は、この節の後記13.「輸出許可内容変更通知書が未

配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

12．「輸出許可内容変更申請」業務（ＥＡＣ）が登録済みで、輸出許可内容変更申請控が未配信

の場合（書類審査扱い） 

(1) 輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００

号）により行う。 

(2) 輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「船

名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。この

場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関

の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更申請控を税関へ提出する。 

 

13．輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００
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号）により行う。 

(2) 輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「船

名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。この

場合は、入力控２通（原本用、承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通

関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書を税関へ提出する。 

 

14．輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認書用）に、必要とな

る関係書類を添付して税関へ提出する。 

 

15．輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認書用）に、必要と

なる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書を税関へ提出する。 
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第６節 別送品輸出申告関係 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中の申告書等については、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」

（税関様式Ｃ第５３４０号）によるほか、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出申告入力控

（以下この節において「入力控」という。）又は別送品輸出申告控（以下この節において「申

告控」という。）を税関へ提出することとして差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による手続を行った場合は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は

要しない。 

 

２．「別送品輸出申告事項登録」業務（ＵＥＡ）が未登録の場合 

(1) 別送品輸出申告については、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」（税関様式

Ｃ第５３４０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出申告事項登録｣業務（ＵＥＡ）を利用して事項

登録を行い、｢別送品輸出申告｣業務（ＵＥＣ）で別送品輸出申告を行って差し支えないが、

申告後の手続きは、この節の後記４.「別送品輸出申告業務（ＵＥＣ）が登録済みで、別送品

輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)による。 

 

３．「別送品輸出申告事項登録」業務（ＵＥＡ）が登録済みで、「別送品輸出申告」業務（ＵＥ

Ｃ）が未登録の場合 

(1) 別送品輸出申告については、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」（税関様式

Ｃ第５３４０号）により行う。 

(2) 入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「輸出・輸入託送品（携帯

品・別送品）申告書」（税関様式Ｃ第５３４０号）に代えて提出することができる。この場

合は、入力控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された入力控により行う。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出申告｣業務（ＵＥＣ）を行って差し支えないが、

申告後の手続きは、この節の後記４.「「別送品輸出申告」業務（ＵＥＣ）が登録済みで、別

送品輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)によ

る。 

 

４．「別送品輸出申告」業務（ＵＥＣ）が登録済みで、別送品輸出許可通知書が未配信の場合

（税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添

付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出申告｣業務（ＵＥＣ）を行って差し支えないが、
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申告後の手続きは、前記(1)及び(2)による。 

 

５．別送品輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控１通（許可書用）を税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可通知書を速やかに税関へ提出

する。 

 

６．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添

付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可を受けた場合は、

速やかに「別送品輸出申告事項呼出し」業務（ＵＥＢ）を利用して、別送品輸出申告事項を

再度登録する。（別送品輸出申告事項を再度登録することにより、搬入時申告自動起動又は

開庁時申告自動起動は解除される。） 

(4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動又は開庁時申告自動起動での輸出申告

を行って差し支えないが、申告後の手続は、この節の前記４.「「別送品輸出申告」業務（Ｕ

ＥＣ）が登録済みで、別送品輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の

場合）」(1)及び(2)による。 

 

７．別送品輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が未登録の場合 

(1) 変更前申告官署の申告撤回については、「輸出申告撤回申出書」（税関様式Ｃ第５２４０

号）により行う。 

(2) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「別送品輸出申告事項登録」業務

（ＵＥＡ）が未登録の場合」による。 

 

８．別送品輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が登録済みで、「別送品輸

出申告変更（官署変更）」業務（ＵＥＹ）が未登録の場合 

(1) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＵＥ

Ａ）が未登録の場合」による。 

(2) システム復旧後、変更前申告官署に対して官署変更から申告撤回への変更を依頼する。 

９．「別送品輸出申告変更（官署変更）」業務（ＵＥＹ）が登録済みで、「別送品輸出申告事項

登録」業務（ＵＥＡ）が未登録の場合 

変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「別送品輸出申告事項登録」業務（ＵＥ

Ａ）」による。 
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10．「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＵＡＡ）が未登録の場合 

別送品輸出許可内容変更申請の税関手続は、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５

２００号）により行う。 

 

11．「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＵＡＡ）が登録済みで、「輸出許可内容変

更申請」業務（ＵＡＣ）が未登録の場合 

(1) 別送品輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５

２００号）により行う。 

(2) 別送品輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控

を「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。

この場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出

する。 

(3) システム復旧後、税関へ連絡した上で、｢別送品輸出許可内容変更申請｣業務（ＵＡＣ）を

実施する。ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書又は輸出許可内容変更申請控

を税関へ提出する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出許可内容変更申請｣業務（ＵＡＣ）を行って差

し支えないが、書類審査扱いに選定された場合は、この節の後記11.「別送品輸出許可内容変

更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

12．「別送品輸出許可内容変更申請」業務（ＵＡＣ）が登録済みで、別送品輸出許可内容変更申

請控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 別送品輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５

２００号）により行う。 

(2) 別送品輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控

を「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。

この場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出

する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更申請控を税関へ提出

する。 

 

13．別送品輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 別送品輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５

２００号）により行う。 

(2) 別送品輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控

を「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。

この場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出

する。 
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(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更通知書を税関へ提出

する。 

 

14．別送品輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録

の場合） 

ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認書用）に、必

要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

 

15．別送品輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済

みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認書用）に、

必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更通知書を税関へ提出

する。 
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第７節 輸出取止め再輸入申告等関係 

 

１．「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請」業務（ＥＥＣ）が未登録の場

合 

(1) 輸出取止め再輸入申告業務については、関税法基本通達67－1－15（２）に基づき、書面に

より手続きを行う。 

(2) 特例輸出貨物の輸出許可取消申請業務については、関税法基本通達67の4-1に基づき、書

面により手続きを行う。 

 

２．「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請」業務（ＥＥＣ）が登録済みで

税関での審査終了が未登録の場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された輸出取止め再輸入申告控・特例輸出貨物の輸出許可取消申請控

に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、輸出取止め再輸入申告等の撤回について税関（通関担当部門）へ申し出

る。 
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第８節 他所蔵置関係 

 

１．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＹＣ）が未登録の場合 

他所蔵置許可申請業務については、「他所蔵置許可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）に

より行う。 

 

２．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＹＣ）が登録済みで税関での審査終了が未登録の場合 

(1) 他所蔵置許可申請業務については、「他所蔵置許可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）

により行う。 

(2) 他所蔵置許可申請控情報がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該申請控を「他所蔵

置許可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）に代えて提出することができる。この場合、申

請控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム障害発生中に他所蔵置許可された貨物の通関手続を行う場合は、税関より交付さ

れた他所蔵置許可申請書を添付する。 

(4) システム復旧後において、他所蔵置許可された貨物について、ＮＡＣＣＳにより通関手続

を行う場合は、税関において他所蔵置許可の旨が登録された後に行う。 

 

３．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＹＣ）が登録済みで税関での審査終了が登録済みの場合（他

所蔵置許可通知情報が未配信の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された他所蔵置許可申請控情報２通（原本用、承認書用）に、必要と

なる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された他所蔵置許可通知情報を税関へ提出する。 

 

４．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＹＣ）が登録済みで、他所蔵置許可期間を経過した場合 

(1) システム障害発生中に他所蔵置許可期間を経過して引き続き他所蔵置の必要がある場合は、

「他所蔵置許可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）で他所蔵置許可期間の延長承認申請を

行う。 

(2) システム障害発生中に他所蔵置許可延長申請された貨物の通関手続を行う場合は、税関よ

り交付された他所蔵置許可延長承認申請書を添付する。 

(3) システム復旧後において、他所蔵置許可延長承認申請された貨物について、ＮＡＣＣＳに

より通関手続を行う場合は、税関において他所蔵置許可の旨が登録された後に行う。 
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第９節 本船・ふ中扱い承認申請関係 

 

１．「本船・ふ中扱い承認申請」業務（ＨＦＣ）が未登録の場合 

(1) 本船・ふ中扱い承認申請については、「本船扱い・ふ中扱い・搬入前申告扱い承認申請書」

（税関様式Ｃ第５２５０号）により行う。 

 

２．本船・ふ中扱い承認申請控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 本船・ふ中扱い承認申請については、「本船扱い・ふ中扱い・搬入前申告扱い承認申請書」

（税関様式Ｃ第５２５０号）により行う。 

(2) システム障害発生中に本船・ふ中扱いが承認された貨物の通関手続を行う場合は、税関よ

り交付された本船・ふ中扱い承認書を添付する。 

(3) システム復旧後において、本船・ふ中扱いが承認された貨物について、ＮＡＣＣＳにより

通関手続を行う場合は、税関において本船・ふ中扱い承認の旨が登録された後に行う。 

 

３．本船・ふ中扱い承認通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 本船・ふ中扱い承認申請については、「本船扱い・ふ中扱い・搬入前申告扱い承認申請書」

（税関様式Ｃ第５２５０号）により行う。 

(2) システム障害発生中に本船・ふ中扱いが承認された貨物の通関手続を行う場合は、税関よ

り交付された本船・ふ中扱い承認書を添付する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された「本船・ふ中扱い承認通知書」を税関へ提出

する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、「本船・ふ中扱い承認申請」業務（ＨＦＣ）を行って差し

支えないが、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記４.「本船・ふ中扱い承認通知書が

未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

４．本船・ふ中扱い承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された「本船・ふ中扱い承認申請控」２通（原本用、承認書用）に、

必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム障害発生中に本船・ふ中扱いが承認された貨物の通関手続を行う場合は、税関よ

り交付された本船・ふ中扱い承認書を添付する。 

(3) システム復旧後において、本船・ふ中扱いが承認された貨物について、ＮＡＣＣＳにより

通関手続を行う場合は、税関において本船・ふ中扱い承認の旨が登録された後に行う。 

 

５．本船・ふ中扱い承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの

場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された「本船・ふ中扱い承認申請控」２通（原本用、承認書用）に、
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必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム障害発生中に本船・ふ中扱いが承認された貨物の通関手続を行う場合は、税関よ

り交付された本船・ふ中扱い承認書を添付する。 

(3) システム復旧後、申請者は、ＮＡＣＣＳから配信された本船・ふ中扱い承認通知書を税関

へ提出する。 
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第10節 指定地外貨物検査許可申請関係 

 

１．「指定地外貨物検査許可申請」業務（ＡＥＣ）が未登録の場合 

指定地外貨物検査許可申請業務については、「指定地外貨物検査許可申請書」（税関様式Ｃ

第５３９０号）により行う。 

 

２．指定地外貨物検査許可申請控情報が未配信の場合 

指定地外貨物検査許可申請業務については、「指定地外貨物検査許可申請書」（税関様式Ｃ

第５３９０号）により行う。 

 

３．「指定地外貨物検査許可申請」業務（ＡＥＣ）が登録済みで、指定地外貨物検査許可手数料

が未納の場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された指定地外貨物検査許可申請控情報２通（原本用、許可書用）に、

納付すべき指定地外貨物検査許可手数料の収入印紙を裏面に貼付して行う。 

(2) ＭＰＮ納付の場合でシステム復旧後、納付番号通知情報（手数料）が配信された場合は、

当該情報を速やかに税関へ提出する。 

(3) 指定地外貨物検査許可申請が許可された貨物の通関手続を行う場合は、税関より交付され

た指定地外貨物検査許可書を添付する。 

 

４．「指定地外貨物検査許可申請」業務（ＡＥＣ）が登録済みで、指定地外貨物検査許可手数料

がＭＰＮ納付済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された指定地外貨物検査許可申請控情報２通（原本用、許可書用）に、

指定地外貨物検査許可手数料をＭＰＮ納付で納付した際に出力された利用明細票等を添付し

て税関へ提出する。 

(2) 指定地外貨物検査許可申請が許可された貨物の通関手続を行う場合は、税関より交付され

た指定地外貨物検査許可書を添付する。 
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第４章 航空関係 

 

第１節 監視関係 

 

１．「旅客又は乗組員に関する事前報告」業務（ＰＬＲ０１・ＮＬＲ０１）が未登録の場合 

(1) 旅客又は乗組員に関する事前報告については、「旅客氏名表〔航空機〕」（税関様式Ｃ第

２０５５号）又は「乗組員氏名表〔航空機〕」（税関様式Ｃ第２０６０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「旅客氏名表報告」業務（ＰＬＲ０１）又は「乗組員氏名

表報告」業務（ＮＬＲ０１）を行って差し支えないが、税関から書面による事前報告を求め

られた場合は、ＮＡＣＣＳから配信された旅客氏名表控又は乗組員氏名表控を印刷したもの

を提出する。 

 

２．「積荷目録事前報告」業務（ＡＤＭ０１）又は「積荷目録事前報告（ハウス）」業務（ＨＤ

Ｍ０１）が未登録の場合 

(1) 積荷目録に関する事前報告については、システム復旧後に「積荷目録事前報告」業務（Ａ

ＤＭ・ＡＤＭ０１）等を登録する旨を税関へ報告し承諾を得る。ただし、税関から書面によ

る事前報告を求められた場合は、「積荷目録〔航空機〕」（税関様式Ｃ第２０３５号）によ

り行う。 

(2) システム復旧後、航空会社等は、貨物状況に合わせて「積荷目録事前報告」業務（ＡＤ

Ｍ・ＡＤＭ０１）等を実施する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「積荷目録事前報告」業務（ＡＤＭ・ＡＤＭ０１）等を行

って差し支えないが、税関から書面による事前報告を求められた場合は、ＮＡＣＣＳに登録

した積荷目録の情報を印刷したものを提出する。 

 

３．「入港届」業務（ＧＩＲ０１）が未登録の場合 

(1) 入港届については、「入出港届（乗組員氏名表兼用）〔航空機〕」（税関様式Ｃ第２０１

０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「入港届等」業務（ＧＩＲ・ＧＩＲ０１）を行って差し支

えないが、税関から書面による提出を求められた場合は、ＮＡＣＣＳから配信された入港届

受理通知情報を印刷したものを提出する。 

 

４．「入港届」業務（ＧＩＲ０１）が登録済みで、入港届受理通知情報が未配信の場合 

(1) 入港届については、「入出港届（乗組員氏名表兼用）〔航空機〕」（税関様式Ｃ第２０１

０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「入港届等」業務（ＧＩＲ・ＧＩＲ０１）を行って差し支

えないが、税関から書面による提出を求められた場合は、ＮＡＣＣＳから配信された入港届

受理通知情報を印刷したものを提出する。 
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５．「出港届」業務（ＧＯＲ０１）が未登録の場合 

(1) 出港届については、「入出港届（乗組員氏名表兼用）〔航空機〕」（税関様式Ｃ第２０１

０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「出港届等」業務（ＧＯＲ・ＧＯＲ０１）を行って差し支

えないが、税関から書面による提出を求められた場合は、ＮＡＣＣＳから配信された出港許

可通知書を印刷したものを提出する。 

 

６．「出港届」業務（ＧＯＲ０１）が登録済みで、出港許可通知書が未配信の場合 

(1) 出港届については、「入出港届（乗組員氏名表兼用）〔航空機〕」（税関様式Ｃ第２０１

０号）により行う。 

(2) システム復旧後、航空会社等は、ＮＡＣＣＳから配信された出港許可通知書を速やかに税

関へ提出する。 

 

７．「船舶・航空機資格変更届」業務（ＫＰＣ０１）が未登録の場合 

航空機資格変更届については、「船舶・航空機資格変更届」（税関様式Ｃ第２２４０号）に

より行う。 

 

８．航空機資格変更届控が未配信の場合 

航空機資格変更届については、「船舶・航空機資格変更届」（税関様式Ｃ第２２４０号）に

より行う。 

 

９．航空機資格証書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

ＮＡＣＣＳから配信された航空機資格変更届控２通（原本用、許可書用）を税関へ提出する。 

 

10．航空機資格証書が未配信の場合（税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された航空機資格変更届控２通（原本用、許可書用）を税関へ提出す

る。 

(2) システム復旧後、航空機資格証書が配信された場合は、当該航空機資格証書を税関へ提出

する。 

 

11．「内国貨物運送承認申請」業務（ＤＣＣ）が未登録の場合 

(1) 内国貨物運送申告については、「内国貨物運送申告書（目録兼用）」（税関様式Ｃ第４０

３０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「内国貨物運送申告」業務（ＤＣＣ）を行って差し支えな

いが、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記14.「内国貨物運送承認通知書が未配信の

場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 
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12．内国貨物運送申告控情報が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 内国貨物運送申告については、「内国貨物運送申告書（目録兼用）」（税関様式Ｃ第４０

３０号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「内国貨物運送申告（承認）変更」

業務（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送申告を取り消す。 

 

13．内国貨物運送承認通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 内国貨物運送申告については、「内国貨物運送申告書（目録兼用）」（税関様式Ｃ第４０

３０号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された内国貨物

運送承認通知書（運送目録兼用）を税関へ提出して、「内国貨物運送申告（承認）変更」業

務（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送承認を取り消す。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「内国貨物運送申告」業務（ＤＣＣ）を行って差し支えな

いが、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記14.「内国貨物運送承認通知書が未配信の

場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

14．内国貨物運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された「内国貨物運送申告控情報」３通（原本用、承認書用、到着証

明用）を税関へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付した内国貨物運送申告控情報（承認書用、到着証

明用）により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「内国貨物運送申告（承認）変更」

業務（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送申告を取り消す。 

 

15．内国貨物運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された内国貨物運送申告控情報３通（原本用、承認書用、到着証明用）

を税関へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付された内国貨物運送申告控情報（承認書用、到着

証明用）により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、ＮＡＣＣＳから配信された内国貨物

運送承認通知書（運送目録兼用）を税関へ提出して、「内国貨物運送申告（承認）変更」業

務（ＤＣＥ）を利用して、当該内国貨物運送承認を取り消す。 

 

16．「指定地外／船陸／船舶間交通許可申請」業務（ＡＰＡ）が未登録の場合 

指定地外・船陸・船舶間交通許可申請については、「指定地外交通・船陸交通・本邦と外国

との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との交通許可申請書」（税関様式Ｃ第２２１
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０号）により行う。 

 

17．指定地外／船陸／船舶間交通許可申請控が未配信の場合 

(1) 指定地外・船陸・船舶間交通許可申請については、「指定地外交通・船陸交通・本邦と外

国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との交通許可申請書」（税関様式Ｃ第２

２１０号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「指定地外／船陸／船舶間交通許可

申請」業務（ＡＰＡ）を利用して、当該指定地外／船陸／船舶間交通許可申請を取り消す。 

 

18．指定地外／船陸／船舶間交通許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

(1)ＮＡＣＣＳから配信された指定地外／船陸／船舶間交通許可申請控２通（原本用、許可書用）

を税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「指定地外／船陸／船舶間交通許可

申請」業務（ＡＰＡ）を利用して、当該指定地外／船陸／船舶間交通許可申請を取り消す。 

 

19．指定地外／船陸／船舶間交通許可通知情報が未配信の場合（税関での審査終了が登録済みの

場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された指定地外／船陸／船舶間交通許可申請控２通（原本用、許可書

用）を税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、指定地外／船陸／船舶間交通許可通知書が配信された場合は、当該許可

通知書を税関へ提出する。 

 

20．時間外貨物積卸届の取扱い 

(1) 時間外貨物積卸届については、「開庁時間外貨物の積卸届」（税関様式Ｃ第２１１０号）

により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「航空時間外貨物積卸届」業務（ＯＶＴ）を利用して時間

外貨物積卸届を行い、その旨を税関へ報告する。ただし、税関から書面による提出を求めら

れた場合は、ＮＡＣＣＳから配信された航空開庁時間外貨物積卸届情報を印刷したものを提

出する。 

 

 



43 

第２節 保税関係 

 

１．「保税運送申告」業務（ＧＯＬ０１・ＯＬＴ０１）が未登録の場合（包括保税運送承認に係

る個別運送又は特定保税運送が未登録の場合を含む。） 

(1) 保税運送申告から運送先保税地域搬入までについては、「外国貨物運送申告書（目録兼

用）」（税関様式Ｃ第４０００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、次による。 

イ 発送地の保税地域は、書面による保税運送承認書（送り状）に基づき、「搬出確認登録」

業務（ＯＵＴ）により、搬出確認情報を登録する。ただし、「搬出確認登録」業務（ＯＵ

Ｔ）を利用して搬出確認情報を登録することができない場合は、発送地の税関の指示に従

う。 

ロ 到着地の保税地域は、書面による保税運送承認書に基づき、「搬入確認登録（システム

対象外保税運送）」業務（ＯＩＮ）を利用して、搬入確認情報を登録する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢保税運送申告（一括）｣業務（ＧＯＬ０１）又は｢保税運送

申告（一般）｣業務（ＯＬＴ０１）を行って差し支えないが、書類審査扱いとなった場合は、

この節の後記４.「保税運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が

未登録の場合）」による。 

 

２．保税運送申告控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 保税運送申告から運送先保税地域搬入までについては、「外国貨物運送申告書（目録兼

用）」（税関様式Ｃ第４０００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、次による。 

イ 「保税運送申告（承認）変更」業務（ＣＯＴ０１）を利用して、当該保税運送申告を取

り消す。 

ロ 発送地の保税地域は、書面による保税運送承認書（送り状）に基づき、「搬出確認登録」

業務（ＯＵＴ）を利用して、搬出確認情報を登録する。ただし、「搬出確認登録」業務

（ＯＵＴ）で搬出確認情報を登録することができない場合は、発送地の税関の指示に従う。 

ハ 到着地の保税地域は、書面による保税運送承認書に基づき、「搬入確認登録（システム

対象外保税運送）」業務（ＯＩＮ）を利用して、搬入確認情報を登録する。 

 

３．保税運送承認通知書が未配信の場合（簡易審査扱い）（包括保税運送承認に係る個別運送又

は特定保税運送が登録済みの場合を含む。） 

(1) 保税運送申告から運送先保税地域搬入までについては、「外国貨物運送申告書（目録兼

用）」（税関様式Ｃ第４０００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、次による。 

イ ＮＡＣＣＳから配信された保税運送承認通知書（運送目録兼用）を速やかに税関へ提出

して、「保税運送申告（承認）変更」業務（ＣＯＴ０１）を利用して、当該保税運送承認
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の取消しを申請する。 

ロ 発送地の保税地域は、書面による保税運送承認書（送り状）に基づき、「搬出確認登録」

業務（ＯＵＴ）を利用して、搬出確認情報を登録する。ただし、「搬出確認登録」業務

（ＯＵＴ）を利用して搬出確認情報を登録することができない場合は、発送地の税関の指

示に従う。 

ハ 到着地の保税地域は、書面による保税運送承認書に基づき、「搬入確認登録（システム

対象外保税運送）」業務（ＯＩＮ）を利用して、搬入確認情報を登録する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢保税運送申告（一括）｣業務（ＧＯＬ０１）又は｢保税運送

申告（一般）｣業務（ＯＬＴ０１）を行って差し支えないが、書類審査扱いとなった場合は、

この節の後記４.「保税運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了

が未登録の場合）」による。 

 

４．保税運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された保税運送申告控３通（原本用、承認書用、到着証明用）を税関

へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付された保税運送申告控（承認書用、到着証明用）

により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、この節の前記２.「保税運送申告控が未配

信の場合（書類審査扱い）」(2)による。 

 

５．保税運送承認通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了業務が登録済みの場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された保税運送申告控３通（原本用、承認書用、到着証明用）を税関

へ提出する。 

(2) 承認後における一連の運送手続は、交付された保税運送申告控（承認書用、到着証明用）

により処理する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は、この節の前記３.「保税運送承認通知書が

未配信の場合（簡易審査扱い）（包括保税運送承認に係る個別運送又は特定保税運送が登録

済みの場合を含む。）」(2)による。 

 

６．保税運送承認通知書、個別運送受付情報又は特定保税運送受付情報が配信済みで、発送地の

保税地域における「搬出確認登録」業務（ＯＵＴ）が未登録の場合 

(1) 発送地の保税地域における搬出手続については、保税運送承認通知書、ＳＦＴ情報又は特

定保税運送受付情報を利用して、書面により行う。 

(2) システム復旧後、発送地の保税地域は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「搬出確認登

録」業務（ＯＵＴ）を利用して、搬出確認情報を登録する。ただし、「搬出確認登録」業務

（ＯＵＴ）を利用して搬出確認情報を登録することができない場合は、発送地の税関の指示
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に従う。 

なお、到着地の保税地域において書面による搬入手続を行っている場合は、ＮＡＣＣＳで

の後処理登録として、「搬入確認登録（システム対象内保税運送）」業務（ＢＩＮ０１）を

利用して、搬入確認情報を登録する。 

 

７．発送地の保税地域における「搬出確認登録」業務（ＯＵＴ）が登録済みで、到着地の保税地

域における「搬入確認登録」業務（ＢＩＮ０１）が未登録の場合 

(1) 到着地の保税地域における搬入手続については、保税運送承認通知書、ＳＦＴ情報又は特

定保税運送受付情報を利用して、書面により行う。 

(2) システム復旧後、到着地の保税地域は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「搬入確認登

録（システム対象内保税運送貨物）」業務（ＢＩＮ０１）を利用して、搬入確認情報を登録

する。 

なお、到着地の保税地域がシステム不参加の場合は、到着地税関において、到着確認情報

を登録する。 

 

８．「見本持出許可申請」業務（ＭＭＡ）が未登録の場合 

(1) 見本持出許可申請については、「見本持出許可申請書」（税関様式Ｃ第３０６０号）によ

り行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「見本持出許可申請」業務（ＭＭＡ）を行って差し支えな

いが、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記11.「見本持出許可通知書が未配信の場合

（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

９．見本持出許可申請控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 見本持出許可申請については、「見本持出許可申請書」（税関様式Ｃ第３０６０号）によ

り行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「見本持出許可申請取消」業務（Ｍ

ＭＣ）を利用して、当該見本持出許可申請を取り消す。 

 

10．見本持出許可通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 見本持出許可申請については、「見本持出許可申請書」（税関様式Ｃ第３０６０号）によ

り行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された見本持出許可通知書を税関へ提出して、当該

見本持出許可の取消しを依頼する。 

 (3) 税関システムの障害発生中は、「見本持出許可申請｣業務（ＭＭＡ）を行って差し支えな

いが、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記11.「見本持出許可通知書が未配信の場合

（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 
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11．見本持出許可通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された見本持出許可申請控情報２通（原本用、許可書用）を税関へ提

出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、書面により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「見本持出取消」業務（ＭＭＣ）を

利用して、当該見本持出許可申請を取り消す。 

 

12．見本持出許可通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された見本持出許可申請控情報２通（原本用、許可書用）を税関へ提

出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、書面により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された見本持出許可通知書を税関へ提出して、当該

見本持出許可の取消しを依頼する。 

 

13．「貨物取扱許可申請」業務（ＡＨＤ）が未登録の場合 

(1) 貨物取扱許可申請については、「貨物取扱い許可申請書」（税関様式Ｃ第３１１０号）に

より行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「貨物取扱許可申請」業務（ＡＨＤ）を行って差し支えな

いが、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記16.「貨物取扱許可通知書が未配信の場合

（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

14．貨物取扱許可申請控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 貨物取扱許可申請については、「貨物取扱い許可申請書」（税関様式Ｃ第３１１０号）に

より行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「貨物取扱許可申請取消」業務（Ａ

ＨＨ）を利用して、当該貨物取扱許可申請を取り消す。 

 

15．貨物取扱許可通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 貨物取扱許可申請については、「貨物取扱い許可申請書」（税関様式Ｃ第３１１０号）に

より行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された貨物取扱許可通知書を税関へ提出して、当該

貨物取扱許可の取消しを依頼する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢貨物取扱許可申請｣業務（ＣＨＤ）を行って差し支えない

が、書類審査扱いとなった場合は、この節の後記 16.「貨物取扱許可通知書が未配信の場合

（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 
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16．貨物取扱許可通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された貨物取扱許可申請控２通（原本用、許可書用）を税関へ提出す

る。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳでの後処理登録として、「貨物取扱許可申請取消」業務（Ａ

ＨＨ）を利用して、当該貨物取扱許可申請を取り消す。 

 

17．貨物取扱許可通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された貨物取扱許可申請控２通（原本用、許可書用）を税関へ提出す

る。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された「貨物取扱許可通知書」を税関へ提出して、

貨物取扱許可の取消しを依頼する。 

 

18．貨物の搬出入手続処理 

(1) 保税地域における貨物の搬出入手続については、書面による許可・承認書等により行い、

搬入した貨物に品目の相違、数量の過不足、重大な損傷又はそれに準じる異常があった場合

は、直ちに税関へ報告する。 

また、システム復旧後に、貨物の搬出入情報をＮＡＣＣＳへ登録した際にエラーとなった

場合は、直ちに税関へ報告する。 

(2) 税関システムの障害発生中、貨物移動差止の登録がされた貨物については、税関において

貨物差止解除の情報を登録することができないことから、差止貨物を搬出する場合は税関へ

連絡する。 

また、事故貨物又は訂正保留となった貨物については、税関において事故貨物の確認又は

訂正保留の解除の情報を登録するまでの間、後続業務を実施することができないことから留

意すること。 
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第３節 輸入申告関係 

 

この節において「輸入申告等」とは、輸入申告のほか蔵入承認申請、移入承認申請、総保入承

認申請、展示等申告、蔵出輸入申告、移出輸入申告、総保出輸入申告、輸入許可前貨物引取承認

申請、蔵出輸入許可前貨物引取承認申請、移出輸入許可前貨物引取承認申請、総保出輸入許可前

貨物引取承認申請、輸入（引取）申告及び輸入（引取・特例）申告（注１）を含む。 

また、「輸入申告等入力控」、「輸入（納税）申告等控」及び「輸入許可通知書等」とは、前

記の各申告・申請手続に係る入力控、申告・申請控及び許可・承認通知書を含む。 

なお、ＮＡＣＣＳの障害発生中は、口座振替、ＭＰＮ納付（注２）及びＮＡＣＣＳに登録済み

の据置担保を使用することはできないことから、留意すること（新規に提供する個別担保は使用

可能。第４節において同じ。）。 

さらに、ＮＡＣＣＳの障害発生中に搬入時申告自動起動、開庁時申告自動起動、到着即時申告

自動起動及び積荷目録事前報告時申告自動起動を行っている輸入申告等について、書面による手

続を行った場合は、システム復旧後に二重許可となってしまう場合もあることから、必ず事前に

税関へ相談した上で、手続を行うこととする。 

 

（注１）この節において輸入（引取）申告及び輸入（引取・特例）申告には、特例委託輸入（引

取）申告及び特例委託輸入（引取・特例）を含む。 

（注２）納付番号通知情報がＮＡＣＣＳから配信された後にシステム障害が発生した場合は、税

関が申告番号を記入したマニュアル納付書で納付することにより、許可等を受けることが

可能となる。 

この場合、システム復旧後に税関において納付方法を直納扱いに変更することから、Ｎ

ＡＣＣＳから配信された納付書（直納）については税関へ提出する必要があるので留意す

る。 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中の輸入申告等については、「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標

準数量等申告書兼用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書（運送申告書）」

（税関様式Ｃ第３３４０号）によるほか、ＮＡＣＣＳから配信された輸入申告等入力控（以下

この節において「入力控」という。）又は輸入申告等控（以下この節において「申告控」とい

う。）を税関へ提出して差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による税関手続を行った場合は、関税割当にかかる数量管

理手続を除きＮＡＣＣＳでの後処理登録は要しない。 

 

２．「輸入申告事項登録」業務（ＩＤＡ）が未登録の場合 

(1) 輸入申告等については、「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼

用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書（運送申告書）」（税関様式Ｃ第３
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３４０号）等により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告事項登録」業務（ＩＤＡ）を利用して輸入申告

等事項登録を行い、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して輸入申告等を行って差し支えな

いが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の後記４.「「輸入申告」業務（Ｉ

ＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未配信の場合

（税関での審査終了が未登録の場合）」により、また、許可保留となった場合は、この節の

後記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済み

の場合）」による。 

 

３．「輸入申告事項登録」業務（ＩＤＡ）が登録済みで、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が未登録

の場合 

(1) 輸入申告等については、「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼

用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書（運送申告書）」（税関様式Ｃ第３

３４０号）により行う。 

(2) 入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「輸入（納税）申告書（内

国消費税等課税標準数量等申告書兼用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）又は「展示等申告書

（運送申告書）」（税関様式Ｃ第３３４０号）に代えて提出することができる。この場合は、

入力控２通（原本用、許可・承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関

の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

（※ 会計検査院用への提出が必要な場合は、さらに会計検査院用の「入力控」を提出する。

以下この節において同じ。） 

(3) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された「入力控」により行

う。 

(4) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して輸入申告を行って

差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の後記４.「「輸入申告」

業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未配信

の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)により、また、許可保留となった

場合は、この節の後記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審

査終了が登録済みの場合）」による。 

 

４．「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知

書等が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）に、必要となる関係書

類を添付して税関へ提出する。 

なお、関税割当にかかる数量管理手続をシステムで行っていた場合、関税割当証明書原紙

を提出し裏落しを行い、システム復旧後、「関税割当裏落内容仮登録」業務（ＴＱＣ）を利

用して、処理区分コード（「処理区分」欄）に「Ｃ」（仮登録取消し）を入力し送信するこ
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とにより仮登録の取消を行い、税関にシステム管理終了の申出を行う。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して輸入申告を行って

差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、前記(1)及び(2)により、また、

許可保留となった場合は、この節の後記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱

い又は税関での審査終了が登録済みの場合）」による。 

 

５．輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控又は入力控１通（許可・承認書用）を税関へ提出する。

なお、関税割当にかかる数量管理手続をシステムで行っていた場合、前記４．（1）による。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控又は入力控に

より行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから輸入許可通知書等、納付書又は納付番号通知情報が配信

された場合は、速やかに税関へ提出して、輸入許可通知情報等、納付書又は納付番号通知情

報の削除を依頼する。 

なお、納付方法が口座振替で二重納付となった場合は、還付の手続を行う。 

(4) 納付方法が口座振替又は納期限延長に係る据置担保について、システムによる残高照会は

行えないものの、納税額を超える残高が明らかにある場合には、その旨を示す書類を税関へ

提出すること等により、輸入許可前貨物引取が承認されたものとして貨物を引取ることが可

能となる（システムの障害発生中における輸入許可前引取り承認申請の手続については、後

記10.「輸入許可前貨物引取承認申請の場合」を参照。）。また、納税額を超える残高が明ら

かでなくても貨物を早急に引取りたい場合には、税関に相談する。 

 

６．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合（予備申告を行っていない場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）に、必要となる関係書

類を添付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、申告が自動起動して簡易審査扱いとなった場合は、ＮＡＣＣＳから配信

された輸入許可通知書等、納付書又は納付番号通知情報を速やかに税関へ提出して、輸入許

可通知情報等、納付書又は納付番号通知情報の削除を依頼する。 

なお、納付方法が口座振替で二重納付となった場合は、還付の手続を行う。 

また、システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可又は承認

を受けた場合は、速やかに「輸入申告事項呼出し」業務（ＩＤＢ）を利用して輸入申告等事

項を再度登録する。（輸入申告等事項を再度登録することにより、搬入時申告自動起動又は

開庁時申告自動起動は解除される。） 

(4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動又は開庁時申告自動起動での輸入申告

を行って差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.
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「「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通

知書等が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)により、また、許

可保留となった場合は、この節の前記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い

又は税関での審査終了が登録済みの場合）」による。 

 

７．予備申告後の本申告が未登録の場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）に、本申告に係る審査

を行った通関士の記名をした上（自社通関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して

税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された当該予備申告の輸入申告等控を税関へ提出し

て、当該予備申告の申告撤回を依頼する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、「輸入申告」業務（ＩＤＣ）を利用して本申告を行って差

し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.「「輸入申告」

業務（ＩＤＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未配信

の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)により、また、許可保留となった

場合は、この節の前記５.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審

査終了が登録済みの場合）」による。 

 

８. 予備申告後で搬入時・開庁時・貨物到着即時・積荷目録事前報告時申告自動起動の旨が登録

済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可・承認書用）に、本申告に係る審査

を行った通関士の記名をした上（自社通関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して

税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印又は承認印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、申告が自動起動して簡易審査扱いとなった場合は、申告者は、ＮＡＣＣ

Ｓから配信された輸入許可通知書等、納付書又は納付番号通知情報を速やかに税関へ提出し

て、輸入許可通知情報等、納付書又は納付番号通知情報の削除を依頼する。 

なお、納付方法が口座振替で二重納付となった場合は、還付の手続を行う。 

また、システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可又は承認

を受けた場合は、速やかに「輸入申告」業務（ＩＤＣ）で申告条件コードを「Ｔ」に変更入

力した上で、再度輸入申告等を登録するとともに、ＮＡＣＣＳから配信された当該予備申告

の輸入申告等控を税関へ提出して、当該予備申告の撤回を依頼する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動、開庁時申告自動起動、貨物到着即時

及び積荷目録事前報告時申告自動起動での輸入申告等を行って差し支えないが、書類審査扱

い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.「「輸入申告」業務（ＩＤＣ）が登録済み

で（予備申告後の本申告を含む。）、輸入許可通知書等が未配信の場合（税関での審査終了
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が未登録の場合）」(1)及び(2)により、また、許可保留となった場合は、この節の前記５.

「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済みの場

合）」による。 

 

９．輸入（引取）許可後、特例申告業務が未登録の場合 

(1) 特例申告（特例委託特例申告、一括特例申告及び一括特例委託特例申告を含む。）につい

ては、書面により行う。 

(2) 入力控が配信されている場合は、当該入力控を「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税

標準数量等申告書兼用）」（税関様式Ｃ第５０２０号）に代えて提出する。この場合は、入

力控２通（原本用、許可・承認書用）に、本申告に係る審査を行った通関士の記名をした上

（自社通関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) 税関システムの障害発生中は、特例申告又は特例委託特例申告の場合は「輸入申告変更」

業務（ＩＤＥ）を利用し、また、一括特例申告又は一括特例委託特例申告の場合は「一括特

例申告」業務（ＴＫＣ０１）で特例申告を行って差し支えない。 

 

10．輸入許可前貨物引取承認申請の場合 

(1) システム障害発生中の輸入許可前貨物引取承認申請については、この節の前記１.「システ

ム障害発生中の提出書類」から８.「予備申告後で搬入時・開庁時・貨物到着即時・積荷目録

事前報告時申告自動起動の旨が登録済みの場合」までによる。 

(2) 担保については、新規に提供する個別担保は使用可能であるが、ＮＡＣＣＳに登録済みの

据置担保を使用することはできない。ただし、納税額を超える据置担保の残高が明らかにあ

る場合には、その旨を示す書類を税関へ提出すること等により、輸入許可前貨物引取が承認

されたものとして貨物を引取ることが可能となる。また、納税額を超える残高が明らかでな

くても貨物を早急に引取りたい場合には、税関に相談する。 

 

11．関税割当にかかる数量管理手続 

システム管理を行っている関税割当証明書に係る輸入申告について、輸入許可前にシステム

障害発生により書面、入力控又は申告控による処理を行ったときは、システム復旧後、税関に

システム管理終了の申出を行うとともに関税割当証明書の原本又はその写しを提出し裏落し若

しくは数量訂正を行う。なお、システム管理終了の申出にあたっては「関税割当裏落内容仮登

録」業務（ＴＱＣ）を利用して、処理区分コード（「処理区分」欄）に「Ｃ」（仮登録取消し）

を入力し送信し、仮登録の取消を行った上で申出を行う必要があるので留意すること。 

システム復旧後、関税割当数量の残存数量を超過して輸入申告が行われていたことが判明し

た場合には、修正申告を行うとともに、関税割当証明書原本の通関数量及び残存数量の訂正を

申出る必要がある。 
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第４節 輸入マニフェスト申告関係 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中のマニフェスト等による輸入申告については、「輸入（納税）申告書

（マニフェスト通関用）」（税関様式Ｃ第５０５０号）によるほか、ＮＡＣＣＳから配信され

た輸入マニフェスト通関申告控（以下この節において「申告控」という。）を税関へ提出する

こととして差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による税関手続を行った場合は、ＮＡＣＣＳでの後処理登

録は要しない。 

 

２．「輸入マニフェスト通関申告」業務（ＭＩＣ）が未登録の場合 

(1) 輸入マニフェスト通関申告については、「輸入（納税）申告書（マニフェスト通関用）」

（税関様式Ｃ第５０５０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「輸入マニフェスト通関申告」業務（ＭＩＣ）で輸入マニ

フェスト通関申告を行って差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、こ

の節の後記３.「輸入マニフェスト通関申告業務（ＭＩＣ）が登録済みで（予備申告後の本申

告を含む。）、輸入許可通知書（輸入マニフェスト通関）が未配信の場合（税関での審査終

了が未登録の場合）」による。 

 

３．「輸入マニフェスト通関申告」業務（ＭＩＣ）が登録済みで（予備申告後の本申告を含

む。）、輸入許可通知書（輸入マニフェスト通関）が未配信の場合（税関での審査終了が未

登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本、許可書用）に、必要となる関係書類を添付

して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

 

４．輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱いの申告に係る輸入許可通知書（輸入マニフ

ェスト通関）が未配信の場合を含む。）（税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) 「輸入（納税）申告書（マニフェスト通関用）」（税関様式Ｃ第５０５０号）により行う。

ＮＡＣＣＳから申告控が配信されている場合は、当該申告控２通（原本、許可書用）に、必

要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、輸入許可通知書（輸入マニフェスト通関）が配信された場合は、速やか

に税関へ提出して、輸入許可通知書（輸入マニフェスト通関）情報の削除を依頼する。 

 

５．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合 

(1) 「輸入（納税）申告書（マニフェスト通関用）」（税関様式Ｃ第５０５０号）により行う。 
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(2) システム復旧後、申告が自動起動し簡易審査扱いとなった場合は、申告者は、ＮＡＣＣＳ

から配信された輸入許可通知書（輸入マニフェスト通関）を速やかに税関へ提出して、輸入

許可通知書（輸入マニフェスト通関）情報の削除を依頼する。 

 

６．予備申告後の本申告が未登録の場合 

この節の前記３.「「輸入マニフェスト通関申告」業務（ＭＩＣ）が登録済みで（予備申告後

の本申告を含む。）、輸入許可通知書（輸入マニフェスト通関）が未配信の場合（税関での審

査終了が未登録の場合）」又は４.「輸入許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱いの申告に

係る輸入許可通知書（輸入マニフェスト通関）が未配信の場合を含む。）（税関での審査終了

が登録済みの場合）」による。 
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第５節 輸出申告関係 

 

この節において「輸出申告等」とは、輸出申告のほか積戻し申告、展示等積戻し申告、特定輸

出申告、特定委託輸出申告及び特定製造者輸出申告を含む。 

また、「輸出申告等入力控」、「輸出申告等控」及び「輸出許可通知書等」とは、前記の各申

告手続に係る入力控、申告控及び許可通知書を含む。 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中の申告書等については、「輸出申告書」（税関様式Ｃ第５０１０号）に

よるほか、ＮＡＣＣＳから配信された輸出申告等入力控（以下この節において「入力控」とい

う。）又は輸出申告等申告控（以下この節において「申告控」という。）等を税関へ提出する

こととして差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による手続を行った場合は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は

要しない。 

 

２．「輸出申告事項登録」業務（ＥＤＡ）が未登録の場合 

(1) 輸出申告等については、「輸出申告書」（税関様式Ｃ第５０１０号）により行う。 

(2) 税関システム障害発生中は、｢輸出申告事項登録｣業務（ＥＤＡ）で事項登録を行い、｢輸出

申告｣業務（ＥＤＣ）で輸出申告を行って差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなっ

た場合は、この節の後記４.「輸出申告業務（ＥＤＣ）登録済みで、輸出許可通知書が未配信

の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

３．「輸出申告事項登録」業務（ＥＤＡ）が登録済みで、「輸出申告」業務（ＥＤＣ）が未登録

の場合 

(1) 輸出申告等については、「輸出申告書」（税関様式Ｃ第５０１０号）により行う。 

(2) 申告者は、入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「輸出申告書」

（税関様式Ｃ第５０１０号）に代えて提出することができる。この場合は、入力控２通（原

本用、許可書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関の場合は不要）、必要

となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された入力控により行う。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢輸出申告｣業務（ＥＤＣ）を行って差し支えないが、書類

審査扱い又は検査扱いに選定された場合は、この節の後記４.「「輸出申告」業務（ＥＤＣ）

が登録済みで、輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及

び(2)による。 

 

４．「輸出申告」業務（ＥＤＣ）が登録済みで、輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査

終了が未登録の場合） 
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(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添

付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢輸出申告｣業務（ＥＤＣ）を行って差し支えないが、書類

審査扱い又は検査扱いに選定された場合は、前記(1)及び(2)による。 

 

５．輸出許可通知書等が未配信の場合（簡易審査扱い又は税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控又は入力控１通（許可書用）を、税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控又は入力控により行う。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可通知書等を速やかに税関へ提出して、

輸出許可通知情報等の削除を依頼する。 

 

６．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添

付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、申告が自動起動して簡易審査扱いとなった場合は、ＮＡＣＣＳから配信

された輸出許可通知書等を速やかに税関へ提出する。 

また、システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可を受けた

場合は、速やかに「輸出申告事項呼出し」業務（ＥＤＢ）を利用して、輸出申告事項を再度

登録する。（輸出申告事項を再度登録することにより、搬入時申告自動起動又は開庁時申告

自動起動は解除される。） 

 (4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動又は開庁時申告自動起動での輸出申告

を行って差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、この節の前記４.

「「輸出申告」業務（ＥＤＣ）が登録済みで、輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審

査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)による。 

 

７．輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が未登録の場合 

(1) 変更前申告官署の申告撤回については、「輸出申告撤回申出書」（税関様式Ｃ第５２４０

号）により行う。 

(2) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＥＤ

Ａ）が未登録の場合」による。 

 

８．輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が登録済みで、「輸出申告変更

（官署変更）」業務（ＥＤＹ）が未登録の場合 

(1) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＥＤ

Ａ）が未登録の場合」による。 
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(2) システム復旧後、変更前申告官署に対して官署変更から申告撤回への変更を依頼する。 

９．「輸出申告変更（官署変更）」業務（ＥＤＹ）が登録済みで、「輸出申告事項登録」業務

（ＥＤＡ）が未登録の場合 

変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＥＤＡ）

が未登録の場合」による。 

 

10．「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＥＡＡ）が未登録の場合 

輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）

により行う。 

 

11．「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＥＡＡ）が登録済みで、「輸出許可内容変更申請」

業務（ＥＡＣ）が未登録の場合 

(1) 輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００

号）により行う。 

(2) 「輸出許可内容変更申請入力控」がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を

「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。

この場合は、入力控２通（原本用、承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自

社通関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム復旧後、税関へ連絡した上で、｢輸出許可内容変更申請｣業務（ＥＡＣ）を実施す

るとともに、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書又は輸出許可内容変更申請

控を税関へ提出する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢輸出許可内容変更申請｣業務（ＥＡＣ）を行って差し支え

ないが、書類審査扱いに選定された場合は、この節の後記13.「輸出許可内容変更通知書が未

配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

12．「輸出許可内容変更申請」業務（ＥＡＣ）が登録済みで、輸出許可内容変更申請控が未配信

の場合（書類審査扱い） 

(1) 輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００

号）により行う。 

(2) 輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「船

名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。この

場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通関

の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更申請控を税関へ提出する。 

 

13．輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００
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号）により行う。 

(2) 輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「船

名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。この

場合は、入力控２通（原本用、承認書用）に、審査を行った通関士の記名をした上（自社通

関の場合は不要）、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム復旧後、申請者は、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書を税関へ

提出する。 

 

14．輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合） 

ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認書用）に、必要とな

る関係書類を添付して税関へ提出する。 

 

15．輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済みの場

合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認書用）に、必要と

なる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、申請者は、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書を税関へ

提出する。 
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第６節 輸出マニフェスト申告関係 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中のマニフェスト等による輸出申告手続については、「航空貨物簡易輸出

申告書（運送兼用）」（税関様式Ｃ第５２１０号）によるほか、ＮＡＣＣＳから配信された輸

出マニフェスト通関申告控（以下この節において「申告控」という。）を税関へ提出すること

として差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による税関手続を行った場合は、ＮＡＣＣＳでの後処理登

録は要しない。 

 

２．「輸出マニフェスト通関申告」業務（ＭＥＣ）が未登録の場合 

(1) 輸出マニフェスト通関申告については、「航空貨物簡易輸出申告書（運送申告書）」（税

関様式Ｃ第５２１０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、「輸出マニフェスト通関申告」業務（ＭＥＣ）で輸入マニ

フェスト通関申告を行って差し支えないが、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は、こ

の節の後記３.「「輸出マニフェスト通関申告」業務（ＭＥＣ）が登録済みで、輸出許可通知

書（輸出マニフェスト通関申告）が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」に

よる。 

 

３．「輸出マニフェスト通関申告」業務（ＭＥＣ）が登録済みで、輸出許可通知書（輸出マニフ

ェスト通関申告）が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本、許可書用）に、必要となる関係書類を添付

して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

 

４．輸出許可通知書が未配信の場合（簡易審査扱いの申告に係る輸出許可通知書（輸出マニフェ

スト通関申告）が未配信の場合を含む。）（税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) 「航空貨物簡易輸出申告書（運送申告書）」（税関様式Ｃ第５２１０号）により行う。Ｎ

ＡＣＣＳから申告控が配信されている場合は、当該申告控２通（原本、許可書用）に、必要

となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、輸出許可通知書（輸出マニフェスト通関申告）が配信された場合は、速

やかに税関へ提出して、輸出許可通知書（輸出マニフェスト通関申告）情報の削除を依頼す

る。 

 

５．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合 

(1) 「航空貨物簡易輸出申告書（運送申告書）」（税関様式Ｃ第５２１０号）により行う。 



60 

(2) システム復旧後、申告が自動起動し簡易審査扱いとなった場合は、ＮＡＣＣＳから配信さ

れた輸出許可通知書（輸出マニフェスト通関申告）を速やかに税関へ提出して、輸出許可通

知書（輸出マニフェスト通関申告）情報の削除を依頼する。 

 

６．輸出マニフェスト通関申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が未登録の場合 

(1) 変更前申告官署の申告撤回については、「輸出申告撤回申出書」（税関様式Ｃ第５２４０

号）により行う。 

(2) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出マニフェスト通関申告」業

務（ＭＥＣ）が未登録の場合」による。 

 

７．輸出マニフェスト通関申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が登録済みで、

「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）」業務（ＭＥＹ）が未登録の場合 

(1) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出マニフェスト通関申告」業

務（ＭＥＣ）が未登録の場合」による。 

(2) システム復旧後、変更前申告官署に対して官署変更から申告撤回への変更を依頼する。 

 

８．「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）」業務（ＭＥＹ）が登録済みで、「輸出マニ

フェスト通関申告」業務（ＭＥＣ）が未登録の場合 

変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出マニフェスト通関申告」業務

（ＭＥＣ）が未登録の場合」による。 

 

９．「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請」業務（ＭＡＦ）が未登録の場合 

輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税

関様式Ｃ第５２００号）により行う。 

 

10．「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請」業務（ＭＡＦ）が登録済みで、輸出マニフ

ェスト通関許可内容変更申請控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」

（税関様式Ｃ第５２００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出マニフェスト通関許可内容変更申請控を

税関へ提出する。 

 

11．輸出許可内容変更通知書（輸出マニフェスト通関申告）が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」

（税関様式Ｃ第５２００号）により行う。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書（輸出マニフェスト

通関申告）を税関へ提出する。 
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12．輸出許可内容変更通知書（輸出マニフェスト通関申告）が未配信の場合（書類審査扱いで税

関での審査終了が未登録の場合） 

ＮＡＣＣＳから配信された輸出マニフェスト通関許可内容変更申請控２通（原本用、承認書

用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

 

13．輸出許可内容変更通知書（輸出マニフェスト通関申告）が未配信の場合（書類審査扱いで税

関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された輸出マニフェスト通関許可内容変更申請控２通（原本用、承認

書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書（輸出マニフェスト

通関申告）を税関へ提出する。 
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第７節 別送品輸出申告関係 

 

１．システム障害発生中の提出書類 

システム障害発生中の申告書等については、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」

（税関様式Ｃ第５３４０号）によるほか、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出申告入力控

（以下この節において「入力控」という。）又は別送品輸出申告控（以下この節において「申

告控」という。）を税関へ提出することとして差し支えない。 

なお、システム障害発生中に書面による手続を行った場合は、ＮＡＣＣＳでの後処理登録は

要しない。 

 

２．「別送品輸出申告事項登録」業務（ＵＥＡ）が未登録の場合 

(1) 別送品輸出申告については、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」（税関様式

Ｃ第５３４０号）により行う。 

(2) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出申告事項登録｣業務（ＵＥＡ）で事項登録を行

い、｢別送品輸出申告｣業務（ＵＥＣ）で別送品輸出申告を行って差し支えないが、申告後の

手続きは、この節の後記４.「「別送品輸出申告」業務（ＵＥＣ）が登録済みで、別送品輸出

許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)による。 

 

３．「別送品輸出申告事項登録」業務（ＵＥＡ）が登録済みで、「別送品輸出申告」業務（ＵＥ

Ｃ）が未登録の場合 

(1) 別送品輸出申告については、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」（税関様式

Ｃ第５３４０号）により行う。 

(2) 入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控を「輸出・輸入託送品（携帯

品・別送品）申告書」（税関様式Ｃ第５３４０号）に代えて提出することができる。この場

合は、入力控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された入力控により行う。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出申告｣業務（ＵＥＣ）を行って差し支えないが、

申告後の手続きは、この節の後記４.「「別送品輸出申告」業務（ＵＥＣ）が登録済みで、別

送品輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)によ

る。 

 

４．「別送品輸出申告」業務（ＵＥＣ）が登録済みで、別送品輸出許可通知書が未配信の場合

（税関での審査終了が未登録の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添

付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出申告｣業務（ＵＥＣ）を行って差し支えないが、
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申告後の手続きは、前記(1)及び(2)による。 

 

５．別送品輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審査終了が登録済みの場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控１通（許可書用）を税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後、申告者は、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可通知書を速やかに

税関へ提出する。 

 

６．搬入時・開庁時申告自動起動の旨が登録済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された申告控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添

付して税関へ提出する。 

(2) 保税地域からの搬出手続については、許可印が押印された申告控により行う。 

(3) システム復旧後に当該申告が自動起動しなかった場合で、書面による許可を受けた場合は、

速やかに「別送品輸出申告事項呼出し」業務（ＵＥＢ）を利用して、別送品輸出申告事項を

再度登録する。（別送品輸出申告事項を再度登録することにより、搬入時申告自動起動又は

開庁時申告自動起動は解除される。） 

(4) 税関システムの障害発生中は、搬入時申告自動起動又は開庁時申告自動起動での輸出申告

を行うこととして差し支えない。ただし、申告後の手続きは、この節の前記４.「「別送品輸

出申告」業務（ＵＥＣ）が登録済みで、別送品輸出許可通知書が未配信の場合（税関での審

査終了が未登録の場合）」(1)及び(2)による。 

 

７．別送品輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が未登録の場合 

(1) 変更前申告官署の申告撤回については、「輸出申告撤回申出書」（税関様式Ｃ第５２４０

号）により行う。 

(2) 変更後の申告官署への輸出等申告については、前記２．「「別送品輸出申告事項登録」業

務（ＵＥＡ）が未登録の場合」による。 

 

８．別送品輸出申告官署変更において税関による申告官署の変更の旨が登録済で、「別送品輸出

申告変更（官署変更）」業務（ＵＥＹ）が未登録の場合 

(1) 変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「輸出申告事項登録」業務（ＵＥ

Ａ）が未登録の場合」による。 

(2) システム復旧後、変更前申告官署に対して官署変更から申告撤回への変更を依頼する。 

９．「別送品輸出申告変更（官署変更）」業務（ＵＥＹ）が登録済みで、「別送品輸出申告事項

登録」業務（ＵＥＡ）が未登録の場合 

変更後申告官署への輸出等申告については、前記２．「「別送品輸出申告事項登録」業務

（ＵＥＡ）」による。 
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10．「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＵＡＡ）が未登録の場合 

別送品輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２

００号）により行う。 

 

11．「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（ＵＡＡ）が登録済みで、「輸出許可内容変

更申請」業務（ＵＡＣ）が未登録の場合 

(1) 別送品輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５

２００号）により行う。 

(2) 別送品輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控

を「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。

この場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出

する。 

(3) システム復旧後、税関へ連絡した上で、｢別送品輸出許可内容変更申請｣業務（ＵＡＣ）を

行う。ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書又は輸出許可内容変更申請控を税

関へ提出する。 

(4) 税関システムの障害発生中は、｢別送品輸出許可内容変更申請｣業務（ＵＡＣ）を行って差

し支えないが、書類審査扱いに選定された場合は、この節の後記11.「別送品輸出許可内容変

更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録の場合）」による。 

 

12．「別送品輸出許可内容変更申請」業務（ＵＡＣ）が登録済みで、別送品輸出許可内容変更申

請控が未配信の場合（書類審査扱い） 

(1) 別送品輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５

２００号）により行う。 

(2) 別送品輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控

を「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。

この場合、入力控２通（原本用、承認書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出

する。 

(3) システム復旧後、申請者は、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更申請控を

税関へ提出する。 

 

13．別送品輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（簡易審査扱い） 

(1) 別送品輸出許可内容変更申請については、「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５

２００号）により行う。 

(2) 別送品輸出許可内容変更申請入力控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該入力控

を「船名・数量等変更申請書」（税関様式Ｃ第５２００号）に代えて提出することができる。

この場合は、入力控２通（原本用、承認書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提

出する。 
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(3) システム復旧後、申請者は、ＮＡＣＣＳから配信された輸出許可内容変更通知書を税関へ

提出する。 

 

14．別送品輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が未登録

の場合） 

ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認書用）に、必

要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

 

15．別送品輸出許可内容変更通知書が未配信の場合（書類審査扱いで税関での審査終了が登録済

みの場合） 

(1) 申請者は、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更申請控２通（原本用、承認

書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、申請者は、ＮＡＣＣＳから配信された別送品輸出許可内容変更通知書を

税関へ提出する。 
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第８節 輸出取止め再輸入申告等関係 

 

１．「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請」業務（ＥＥＣ）が未登録の場

合 

(1) 輸出取止め再輸入申告業務については、関税法基本通達67－1－15（２）に基づき、書面に

より手続きを行う。 

(2) 特例輸出貨物の輸出許可取消申請業務については、関税法基本通達67の4-1に基づき、書

面により手続きを行う。 

 

２．「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請」業務（ＥＥＣ）が登録済みで

税関での審査終了が未登録の場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された輸出取止め再輸入申告控・特例輸出貨物の輸出許可取消申請控

に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、輸出取止め再輸入申告等の撤回について税関（通関担当部門）へ申し出

る。 
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第９節 他所蔵置関係 

 

１．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＺＣ）が未登録の場合 

他所蔵置許可申請業務については、「他所蔵置許可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）に

より行う。 

 

２．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＺＣ）が登録済みで税関での審査終了が未登録の場合 

(1) 他所蔵置許可申請業務については、「他所蔵置許可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）

により行う。 

(2) 他所蔵置許可申請控がＮＡＣＣＳから配信されている場合は、当該申請控を「他所蔵置許

可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）に代えて提出することができる。この場合は、申請

控２通（原本用、許可書用）に、必要となる関係書類を添付して税関へ提出する。 

(3) システム障害発生中に他所蔵置許可された貨物の通関手続を行う場合は、税関より交付さ

れた他所蔵置許可申請を添付する。 

(4) システム復旧後において、他所蔵置許可された貨物について、ＮＡＣＣＳにより通関手続

を行う場合は、税関において他所蔵置許可の旨を登録した後に行う。 

 

３．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＺＣ）が登録済みで税関での審査終了が登録済みの場合（他

所蔵置許可通知情報が未配信の場合） 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された他所蔵置許可申請控２通（原本用、承認書用）に、必要となる

関係書類を添付して税関へ提出する。 

(2) システム復旧後、ＮＡＣＣＳから配信された他所蔵置許可通知書を税関へ提出する。 

 

４．「他所蔵置許可申請」業務（ＴＺＣ）が登録済みで、他所蔵置許可期間を経過した場合 

(1) システム障害発生中に他所蔵置許可期間を経過して引き続き他所蔵置の必要がある場合は、

「他所蔵置許可申請書」（税関様式Ｃ第３０００号）で他所蔵置許可期間の延長承認申請を

行う。 

(2) システム障害発生中に他所蔵置許可延長申請された貨物の通関手続を行う場合は、税関よ

り交付された他所蔵置許可延長承認申請書を添付する。 

(3) システム復旧後において、他所蔵置許可延長承認申請された貨物について、ＮＡＣＣＳに

より通関手続を行う場合は、税関において他所蔵置許可の旨が登録された後に行う。 
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第10節 指定地外貨物検査許可申請関係 

 

１．「指定地外貨物検査許可申請」業務（ＡＥＣ）が未登録の場合 

指定地外貨物検査許可申請業務については、「指定地外貨物検査許可申請書」（税関様式Ｃ

第５３９０号）により行う。 

 

２．指定地外貨物検査許可申請控情報が未配信の場合 

指定地外貨物検査許可申請業務については、「指定地外貨物検査許可申請書」（税関様式Ｃ

第５３９０号）により行う。 

 

３．「指定地外貨物検査許可申請」業務（ＡＥＣ）が登録済みで、指定地外貨物検査許可手数料

が未納の場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された指定地外貨物検査許可申請控情報２通（原本用、許可書用）に、

指定地外貨物検査許可手数料の収入印紙を裏面に貼付して行う。 

(2) ＭＰＮ納付の場合でシステム復旧後、申請者に納付番号通知情報（手数料）が配信された

場合は、当該情報を速やかに税関へ提出する。 

(3) 指定地外貨物検査許可申請が許可された貨物の通関手続を行う場合は、税関より交付され

た指定地外貨物検査許可書を添付する。 

 

４．「指定地外貨物検査許可申請」業務（ＡＥＣ）が登録済みで、指定地外貨物検査許可手数料

がＭＰＮ納付済みの場合 

(1) ＮＡＣＣＳから配信された指定地外貨物検査許可申請控情報２通（原本用、許可書用）に、

指定地外貨物検査許可手数料をＭＰＮ納付で納付した際に出力された利用明細票等を添付し

て税関へ提出する。 

(2) 指定地外貨物検査許可申請が許可された貨物の通関手続を行う場合は、税関より交付され

た指定地外貨物検査許可書を添付する。 

 


